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１ 本報告書の内容は、当該事業年度における中期計画の進捗状況に係る自己評価結果報告書と同一であること。 

２ 自己評価の方法（評価項目・評価基準及びその判断の目安）は概ね、次のとおりであること。 
 

【最小単位別評価】  【大項目別評価】  【全体評価（総合的な評定）】 

① 年度計画の最小項目（48 項目） 
ごとの達成状況を５段階評価 

 
  
 積 上  

② 中期計画の５つの大項目ごとの 
進捗状況を５段階評価 

 
 
 積 上  

③ 中期計画全体の進捗状況を 
５段階評価 

評点 評 語 判断の目安  符号 評 語 判断の目安  符号 評 語 判断の目安 

5 
年度計画を十
二分に達成 

達成度 
 
 120％以上 

 

ｓ 
中期計画の進捗
は優れて順調 

①の評点の
単純平均値 

 4.3 以上 

 

Ｓ 
中期計画の進捗
は優れて順調 

②の評点の
加重平均値 

 4.3 以上 

4 
年度計画を十
分達成 

 100％以上 
 120％未満 

 

ａ 
中期計画の進捗
は順調 

 3.5 以上 
 4.2 以下 

 

Ａ 
中期計画の進捗
は順調 

 3.5 以上 
 4.2 以下 

3 
【標 準】 

年度計画を概
ね達成 

  90％以上 
 100％未満 

 

ｂ 
【標 準】 

中期計画の進捗
は概ね順調 

 2.7 以上 
 3.4 以下 

 

Ｂ 
【標 準】 

中期計画の進捗
は概ね順調 

 2.7 以上 
 3.4 以下 

2 
年度計画はや
や未達成 

  70％以上 
  90％未満 

 

ｃ 
中期計画の進捗
はやや遅れている 

 1.9 以上 
 2.6 以下 

 

Ｃ 
中期計画の進捗
はやや遅れている 

 1.9 以上 
 2.6 以下 

1 
年度計画は未
達成 

  70％未満 

 

ｄ 
中期計画の進捗
は遅れている 

 1.8 以下 

 

Ｄ 
中期計画の進捗
は遅れている 

 1.8 以下 

   
 
 

備考：評点の付け方について 
   ほぼ計画どおり達成した場合を「標準」とし３点を付す。４点以上は、達成度が計画以上である場合に付すことが基本である。
例えば、制度、仕組みを整備する計画の場合、計画に沿って当該制度等を整備した場合は３点を付し、整備された制度等が既に
機能を発揮していると認められる場合に４点以上を付すこととなる。 
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１ 法人の概要 （令和元年5月1日現在） 

  (1)名 称 
   公立大学法人山口県立大学 
  (2)所在地 
     山口県山口市桜畠３丁目２番１号 
  (3)法人成立の年月日 
     平成18年4月1日 
  (4)設立団体 
     山口県 
  (5)中期目標の期間（第３期） 

     平成30年4月1日から令和6年3月31日までの6年間 

  (6)目的及び業務 

    ア 目 的 
    大学を設置し、及び管理することにより、地域における知の拠点とし

て、住民の健康の増進及び個性豊かな地域文化の進展に資する専門の学
術を深く教授研究するとともに、高度な知識及び技能を有する人材の育
成並びに研究成果の社会への還元による地域貢献活動を積極的に展開し、
もって人々が生き生きと暮らす社会の形成に資する。 

    イ 業 務 
    (ｱ) 県立大学を設置し、これを運営すること。 

(ｲ) 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他
の援助を行うこと。 

(ｳ) 法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施
その他法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。 

(ｴ) 公開講座の開設その他学生以外の者に対する学習の機会を提供す
ること。 

(ｵ) 県立大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 
(ｶ) 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 

  (7)資本金の額 

     9,542,923千円 

  (8)代表者の役職氏名 

     理事長 前川 剛志 

  (9)役員及び教職員の数 

    ア 役員 
理事長 1人 副理事長 1人 専務理事 1人 理 事 2人 
監 事 2人             （役員計 7人） 

    イ 教職員（本務者） 
教 員    96人（専任教員数。ただし、学長は除く。） 
職 員     33人（事務局長は除く。） 
教職員計  129人 

(10)組織図 

 

 

企画グループ

財務グループ

教務入試グループ

学生支援グループ 学生活動支援センター

健康サポートセンター

総務グループ 　

人事グループ

推進室 　

教育企画部門  

グローバル部門

キャリア教育部門 　

　

情報管理室 　

研究支援室

図書館  

郷土文学資料センター

調整室 　

共生教育部門

共生研究部門

看護研修センター

地域デザイン研究所

国際文化学科

文化創造学科

社会福祉学科

看護学科

栄養学科

国際文化学専攻

（修士課程）

健康福祉学専攻

（博士前期課程）

（博士後期課程）

法人役員

非常勤理事 非常勤理事 山口県立大学組織図

副 理 事 長 ／ 学 長 教 育 研 究 評 議 会

公立大学法人山口県立大学組織図

理 事 会

理 事 長 経 営 審 議 会
監 事

監 事

副 学 長 総 務 管 理 部

(　教育改革担当　)

高 等 教 育 セ ン タ ー

専務 理事 ／ 事務 局長

別 科 助 産 専 攻

教職センター

キャリアサポートセンタ－

学 術 情 報 セ ン タ ー

国 際 文 化 学 部

社 会 福 祉 学 部

看 護 栄 養 学 部

国 際 文 化 学 研 究 科

健 康 福 祉 学 研 究 科

副 学 長

(　大地共創担当　)
地 域 共 生 セ ン タ ー

経 営 企 画 部

教 務 学 生 部
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(11)法人が設置運営する大学の概要（令和元年5月1日現在） 

大学の名称  山口県立大学 

 大学本部の位置  山口県山口市桜畠３丁目２番１号 

 理事長の氏名  前川 剛志 

 学長の氏名  加登田 惠子（公立大学法人山口県立大学副理事長） 

 学部等の名称  修業 
 年限 

 入 学 
 定 員 

 編入学 
 定 員 

 収 容 
 定 員 

 開設 
 年度 

 備 考 

 
 国際文化学部 
   国際文化学科 
   文化創造学科 

 年 
 
    4 
    4 

 人 
 
     62 
     52 

 人 
 
      - 
      - 

 人 
 
    248 
    208 

 
 
 平 6 
 平19 

 
 
29.4 収容定員変更
29.4 収容定員変更 

 社会福祉学部 
   社会福祉学科 

 
    4 

 
    100 

 
      5 

 
    410 

 
 平 6 

 
19.4 収容定員変更 

 看護栄養学部 
   看護学科 
   栄養学科 

 
    4 
    4 

 
     55 
     40 

 
   -  

5 

 
    220 
    170 

 
 平19 
 平19 

 

26.4 収容定員変更 

 国際文化学研究科 
   国際文化学専攻 

 
    2 

 
     10 

 
      - 

 
     20 

 
 平11 

  

 健康福祉学研究科 
   健康福祉学専攻 

 博士前期課程 
 博士後期課程 

 
 
    2 
    3 

 
 
     10 
      3 

 
 
      - 
      - 

 
 
     20 
      9 

 
 
 平11 
 平18 

 
 
19.4 収容定員変更 

 別科助産専攻   1      12       -      12  平24 27.4 収容定員変更 

 附属施設等 
高等教育センター・学術情報センター・地域共生センタ

ー 

 学生数   1,406人（聴講生等は除く。） 

 教員数(本務者)      96人（学長は除く。） 

 職員数(本務者)      33人（事務局長は除く。） 

 
 
 昭和16年 
 
 昭和25年 
 
 昭和50年 
 
 
 
昭和51年 
 
 平成３年 
 
 
 平成６年 
 
  
平成８年 
 
  
平成10年 
 
 
 平成11年 
 
 
 
 平成18年 
 
 
 平成19年 
 
 
 
 
 
平成24年 

       【大学の沿革】 
 
  山口県立女子専門学校設立 
 
  同校を母体に山口女子短期大学（国文科、家政科）設置 
 
  山口女子大学設置 
    文学部（国文学科、児童文化学科） 
    家政学部（食物栄養学科、被服学科） 
 
  山口女子短期大学廃校 
 
  家政学部食物栄養学科、被服学科を改組し、食生活科学科、 
栄養学科、生活デザイン学科設置 
 
  国際文化学部、社会福祉学部設置 
  文学部国文学科、児童文化学科は平成６年度から学生募集停止 
 
  山口県立大学に改称 
  看護学部設置 
 
  家政学部食生活科学科、栄養学科、生活デザイン学科を再改組
し、生活科学部生活環境学科、栄養学科、環境デザイン学科設置 
 
  山口県立大学大学院設置 
   国際文化学研究科国際文化学専攻 
   健康福祉学研究科健康福祉学専攻、生活健康科学専攻 
 
  公立大学法人山口県立大学へ設置者を変更 
  健康福祉学研究科健康福祉学専攻（博士後期課程）設置 
   
国際文化学部文化創造学科、看護栄養学部看護学科、栄養学科

設置 
  生活科学部生活環境学科、栄養学科、環境デザイン学科、看護
学部看護学科、健康福祉学研究科生活健康科学専攻は平成19年度
から学生募集停止 
  
別科助産専攻設置 
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２ 令和元年度に係る業務の実績に関する自己評価結果 

 

 (1) 総合的な評定 

 

  評 定  

 

    中期計画の進捗は概ね順調（Ｂ） 

 

【理 由】 

 

各大項目に係る最小単位別評価の評点の平均値に当該大項目のウエ

イトを乗じて得た数値の合計値は 3.16 であり、評定を「Ｂ」とする際

の判断の目安である「2.7 以上 3.4 以下」の範囲内である。 

また、各大項目に係る最小単位別評価の評価項目のうち３以上の評定

をした項目が占める割合が90％に満たない場合は一段階下位の評定（Ｃ

評価：やや遅れている）をすることもできるが、当該割合は 96.9％であ

ることから、評定に影響を及ぼす状況にはない。 
 

 

 (2) 評価概要 

 

ア 全体的な状況 

 

５つの大項目（「教育研究等の質の向上」「業務運営の改善及び効率化」

「財務内容の改善」「自己点検、評価及び当該状況に係る情報の提供」

及び「その他業務運営」）のいずれの事項に係る中期計画の進捗は概ね

順調である。 

 

イ 大項目ごとの状況 

（※ No.は関連する中期計画の番号。白抜き数字は評点。） 

 

(ｱ) 教育研究等の質の向上に関する事項 

 

  評 定  

 

     中期計画の進捗は概ね順調（ｂ） 

 

【理 由】 

当該大項目に係る最小単位別評価（32項目）の評点平均値は3.3であ

り、「ｂ評価」の判断の目安である「2.7以上3.4以下」の範囲内である。 

また、最小単位別評価の評価項目のうち3以上の評定をした項目が当

該大項目に占める割合は93.8％であることから、評定に影響を及ぼす

状況にはない。 

 

  長所及び問題点等  

 

【教 育】 

     

① 全学教育の新カリキュラムについて、現在の科目をカリキュラム 

構成の単純化や、「学力の三要素」をすべての科目群でバランスよく 

身につけることが可能となる構成といった観点から４つの科目群に 

まとめ直し、「基盤教育」として再編した。［No.1、2］３ 

 

② 大地共創教育に係る全学的な検討会である大地共創教育プロジェ 

クトに PBL 研究会を設置し、前年度に抽出された地域連携教育の現 

状及び課題等を整理し、他大学との意見交換等を行いながら「山口県 

版 PBL 運用マニュアル」を完成させた。［No.4］４ 

 

③ 卒業生全員が在学中に、各種演習や実習での発表展示により、地域 

に向けた学外発表を複数回経験した。また、卒業生のうち和紙や染織 

などの地域文化や地域産業資源に関連した教育を履修した学生は 

38.9％（21/54 名）であった。［No.8］４ 

 

④ 社会福祉士国家試験について、合格率（新卒）は 55.1％(54 人/98 

人)であった。（中期計画の目標は 70 ％以上）。［No.11］２ 

 

⑤ 精神保健福祉士国家試験について、合格率（新卒）は 94.1％(16 人 

/17 人)であった（中期計画の目標は 70％以上）。［No.12］５ 

 

⑥ 看護職国家試験について、合格率（新卒）は、看護師 100％(51 人 
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/51 人)、保健師 100.0％(12 人/12 人)、助産師 100％(11 人/11 人)であっ 

た（中期計画の目標はいずれも 100％）。［No.14］５ 

 

⑦ 管理栄養士国家試験について、合格率（新卒）は 95.5％(42 人/44 

人)であった（中期計画の目標は 100％）。［No.16］４ 

 

 

【学生支援】 

 

① 学生対象のキャリア教育・就職支援アンケート等の結果から、講

座や学内企業説明会の YPU ポータルでの申込みや受験報告の業種別

提供を始めるとともに、公務員講座や教員採用試験対策、個別カウ

ンセリング等の充実を図った。［No.21］４ 

 

② 就職支援について、関係機関と連携・協力して各学年に合わせた支 

援対策を実施する等、各種支援プログラムを計画的に実施した結果、 

学部卒業生の就職決定率は 100％(309 人/309 人)であった（中期計画の 

目標は 100％）。［No.22］５ 

 

【研 究】 

 

昨年度に引き続き研究創作活動助成の申請枠に、グループ研究によ 

る「大地共創研究型」を設け、県政課題や地域課題に対して組織的か

つ継続的に取り組むための仕組みを構築した。また、戦略的に研究支

援を行うため、研究推進の基本方針や研究助成の制度・審査を所管す

る、学長を本部長とする研究推進本部を設置することとした。［No.25］

４ 

 

【地域貢献】 

 

① 2021 年度入学者選抜との整合性を確認し、新たなアドミッション・ 

ポリシーを定めて本学ウェブサイトで公表した。また、高校から大学 

へのスムーズな学びの移行等を実現するための高大接続事業として、 

看護学科において「ホントの看護」を実施した。［No.26］３ 

 

② 関係機関等と連携した県内企業合同説明会をはじめ個別相談、就 

職情報の提供、インターンシップ等の県内就職促進に向けたマッチ 

ングプログラムの実施により、学部卒業生の県内就職率は 40.5％で 

あった（中期計画の目標は 50％）。県内就職希望者の県内就職率は 

84.7％であった（中期計画の目標は 100％）。［No.27］２ 

 

③ 本学との連携や研究ニーズの把握のため県と情報交換を行い、県 

政課題の解決のため新たに事業を受託することとなった。また、包括 

連携協定を結ぶ防府市とは共同研究を実施し、次年度も予算化が内 

定した。［No.32］４  

 

(ｲ) 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

 

  評 定  

 

中期計画の進捗は概ね順調（ｂ） 

 

【理 由】 

当該大項目に係る最小単位別評価（7項目）の評点平均値は3.0であり、

「ｂ評価」の判断の目安である「2.7以上3.4以下」の範囲内である。 

また、最小単位別評価の評価項目のうち3以上の評定をした項目が当

該大項目に占める割合は100％（全項目）であることから、評定に影響

を及ぼす状況にはない。 

 

  長所及び問題点等  

      

① 教職員からの意見を取り入れながら、局長 PT において具体的な事

務分掌、人員配置、協議体の位置付け等について検討を進め、審議機

関への付議・承認を経て組織改編を実施した。［No.33、34］３ 

 

② 「パブリシティの手引き」及び「情報提供フォーム」の活用方法に

ついて管理職員等研修会において説明を行い、各学部からの積極的な

情報提供を呼び掛けた。また、より多くの報道関係者に本学の情報を
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提供するために、新たにメールマガジンの配信を開始した。［No.39］

３ 

 

(ｳ) 財務内容の改善に関する事項 

 

  評 定  

 

中期計画の進捗は概ね順調（ｂ） 

 

【理 由】 

当該大項目に係る最小単位別評価（3項目）の評点平均値は3.0であり、

「ｂ評価」の判断の目安である「2.7以上3.4以下」の範囲内である。 

また、最小単位別評価の評価項目のうち3以上の評定をした項目が当

該大項目に占める割合は100％（全項目）であることから、評定に影響

を及ぼす状況にはない。 

 

  長所及び問題点等  

 

    決算の状況を分析し、管理的経費を抑制するよう財政計画に基づく次

年度の予算編成を行った。また、経費削減のための合理化方策をとりま

とめ、通信料や郵送料等について予算執行の合理化を図った。［No.42］

３ 

 

(ｴ) 自己点検、評価及び当該状況に係る情報の提供に関する事項 

 

  評 定  

 

中期計画の進捗は概ね順調（ｂ） 

 

【理 由】 

当該大項目に係る最小単位別評価（1項目）の評点平均値は3.0であり、

「ｂ評価」の判断の目安である「2.7以上3.4以下」の範囲内である。 

 

  長所及び問題点等  

 

自己評価について、公立大学法人評価員会の評価を受け、その結果を

公表するとともに、学内審議会等において報告して課題を全学で共有し

た。また、認証評価において努力課題とされた事項について、対応が完

了したため改善報告書を点検評価委員会で取りまとめ、大学基準協会へ

報告書を提出した。［No.43］３ 

 

(ｵ) その他の業務運営に関する重要事項 

 

  評 定  

 

中期計画の進捗は概ね順調（ｂ） 

 

【理 由】 

当該大項目に係る最小単位別評価（5項目）の評点平均値は3.0であり、

「ｂ評価」の判断の目安である「2.7以上3.4以下」の範囲内である。 

また、最小単位別評価の評価項目のうち3以上の評定をした項目の当

該大項目に占める割合は100％（全項目）であることから、評定に影響

を及ばす状況にはない。 

 

  長所及び問題点等  

 

① 図書館資料全般の収集について検討を行い「山口県立大学図書館資

料収集方針」を策定した。また、新キャンパス図書館への移転につい

て、学術情報委員会を通じて検討を行うとともに、移転時期・作業方

法等について関係部署と協議を行って、移転計画案を策定した。

［No.46］３ 

 

② 年間の安全衛生計画に基づき、教職員等の安全衛生を確保するため

の諸活動を実施するとともに、貯水槽水質検査や空気環境測定等の定

期検査を行った。また、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、

出入口への消毒液の設置、手洗い・マスク・咳エチケット・喚起等の

周知を実施した。［No.47］３ 

 

 

  (3) 対処すべき課題 

① 社会福祉士国家試験合格率の維持向上［№11］ 

② 卒業生の県内定着の促進［№27］ 
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(4) 従前の評価結果等の活用状況 

ア 公益財団法人大学基準協会 

平成 29 年度に受けた認証結果において指摘された 2項目について、令

和元年度までに対応した。 

 

イ 山口県公立大学法人評価委員会 

平成 30 年度実績評価において指摘された項目について、次のとおり対

応した。  

 ① 全学教育のカリキュラムの見直し［№1］［№2］ 

全学教育の新カリキュラムについて、現在の科目を 4つの科目群に 

まとめ直し、資質・能力の 3つの柱をバランスよく育成できるよう「基 

盤教育」として再編した。 

② 社会福祉士国家試験合格率の維持向上［№11］ 

LEC 対策講座の導入のほか各種社会福祉士資格取得支援プログラム 

を計画的に実施し、合格率は 55.1％に向上した。 

③ 教育研究及び大学運営にかかる情報管理体制の整備［№45］ 

学内で協議を行い、「情報化推進の方針と整備計画（グランドデザ 

    イン）」案を作成した。 

④ 図書館の利用環境及び図書管理体制の整備［№46］ 

図書館資料全般の収集について検討を行い「山口県立大学図書館資 

料収集方針」を策定した。 
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(5)令和元年度の事業年度評価に係る項目別評価結果総括表 

 
 

備考
５点 ４点 ３点 ２点 １点 計 ５点 ４点 ３点 ２点 １点 計

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱

第１　教育研究等の質の向上 32 32 3 6 21 2 32 3.31 9.4 18.8 65.6 6.3 100.0 93.8 　ｂ 0.50

（再掲含む単純計） 33 33 3 7 21 2 33 3.33 9.1 21.2 63.6 6.1 100.0 93.9 再掲（№.25）

１　教育 19 19 2 3 13 1 19 3.32 10.5 15.8 68.4 5.3 100.0 94.7

（１）特色ある教育の推進 18 18 2 3 12 1 18 3.33 11.1 16.7 66.7 5.6 100.0 94.4

1 1 1 1 3.00 100.0 100.0 100.0

２　学生支援 3 3 1 1 1 3 4.00 33.3 33.3 33.3 100.0 100.0

３　研究 3 3 1 2 3 3.33 33.3 66.7 100.0 100.0

４　地域貢献 8 8 2 5 1 8 3.13 25.0 62.5 12.5 100.0 87.5 再掲（№.25）

第２　業務運営の改善及び効率化 7 7 7 7 3.00 100.0 100.0 100.0 ｂ 0.20

１　事務等の合理化の継続的推進 3 3 3 3 3.00 100.0 100.0 100.0

2 2 2 2 3.00 100.0 100.0 100.0

３　働きやすい職場環境の整備 1 1 1 1 3.00 100.0 100.0 100.0

４　大学の情報発信の仕組み構築 1 1 1 1 3.00 100.0 100.0 100.0

第３　財務内容の改善 3 3 3 3 3.00 100.0 100.0 100.0 ｂ 0.20

１　自主財源の確保 1 1 1 1 3.00 100.0 100.0 100.0

２　経費の抑制 2 2 2 2 3.00 100.0 100.0 100.0

1 1 1 1 3.00 100.0 100.0 100.0 ｂ 0.05

第５　その他の業務運営 5 5 5 5 3.00 100.0 100.0 100.0 ｂ 0.05

１　施設設備の整備、活用等 3 3 3 3 3.00 100.0 100.0 100.0

２　安全衛生管理 1 1 1 1 3.00 100.0 100.0 100.0

３　法令遵守及び危機管理 1 1 1 1 3.00 100.0 100.0 100.0

単純合計（ウェイト非考慮） 48 48 3 6 37 2 48 3.21 6.3 12.5 77.1 4.2 100.0 95.8

3.16 4.7 9.4 82.8 3.1 100.0 96.9 1.00

第４　自己点検、評価及び当該状況に係る
情報の提供

中期計画
項目数

最小単位
別評価の
対象項目
数（年度計
画項目数）

最小単位別評価の評点の内訳（個数）

（２）大学教育の質保証に資する教育内容・教育方法
の改善・検証

２　人事評価制度等による職能開発の推進

区　　分 最小単位
別評価の
評点平均
値

全体評価

最小単位別評価の評点の内訳（構成割合（％）） 大項目
別 評価
（評定）

大項目の
ウェイト３点以

上の評
点が占
める割
合
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３ 中期計画の各項目ごとの実施状況 
 

 大項目  第１ 教育研究等の質の向上に関する事項  

 中項目    １ 教育 

 

中 

期 

目 

標 

１ 教育に関する目標 
人との関わりを重視した教育研究行う大学として、住民の健康の増進や個性豊かな地域文化の進展に資する高い教養と専

門的能力を有する人材を育成するため、これまで進めてきた取組も含め、ＰＤＣＡサイクルを展開することにより、学生ニ
ーズも踏まえた特色ある教育の更なる推進を図る。 
また、地域を牽引する「地域貢献型大学」として、地域や時代のニーズに即した人材を育成するため、産学公の緊密な連

携の下、真に地域が必要とする人材の育成に向けた教育カリキュラムの構築ついて全学的に進める。 
一方で、大学教育の質の保証・向上を図るため、既存の教育プログラムにとらわれることなく、学生の学修の視点に立っ

た教育プログラムとなるよう、必要な改善に不断に取り組む。 

 

中期計画 令和元年度の年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 長所及び問題点等 

第１ 教育研究等の質の向上に関する目標

を達成するためとるべき措置 

 １ 教育に関する目標を達成するため取る

べき措置 

 (1) 特色ある教育の推進 

 ア 学士課程 

 (ｱ) 全学共通 

 ① 地域で共創できる人材の育成 

   大学で修得した知識・技能を地域で活

用・展開できる能力や地域に関わる姿勢

を身につけた学生を輩出できるよう、これ

までの全学教育を検証する体制を整え

る。{No.1} 

・全学教育再生プロジェクトの立ち上げ 

・カリキュラムの見直し・実施 

第１ 教育研究等の質の向上に関する

目標を達成するためとるべき措置 

 １ 教育に関する目標を達成するため

取るべき措置 

 (1) 特色ある教育の推進 

 ア 学士課程 

 (ｱ) 全学共通 

 ① 地域で共創できる人材の育成 

   全学教育の新カリキュラム案につ

いて、各学部等における専門教育科

目との全学的な調整を行いながら、

必要に応じた見直しや詳細の検討を

行い、地域で共創できる人材を育成

する科目の運営体制を検討する。 

  また、現行のカリキュラムにおける地

域共生演習、インターンシップ等の

PBL科目の運営体制を見直すととも

に、COC+事業終了後のやまぐち未

来創生人材育成事業の実施方法・

内容を検討する。{No.1} 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

全学教育の新カリキュラムについて、素案検討

のためのワーキンググループを立ち上げ検討を

行った。その結果、現在の科目をカリキュラム構

成の単純化や、「学力の三要素」をすべての科目

群でバランスよく身につけることが可能となる

構成といった観点から４つの科目群にまとめ直

し、「基盤教育」として再編することとなった。 

地域で共創できる人材の育成科目について、現
カリキュラムから継続して開講する地域共生論
や地域環境論に加え、地域社会の複合的な諸課題
を発見し、根拠に基づく解決策を提案する基礎的
な力を身に着けさせる「山口未来創生プロジェク
ト」を開講することとした。 
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インターンシップ等の PBL 科目の見直しとし
て、昨年度に実施した地域連携教育に関する現状
調査の結果について大地共創教育プロジェクト
において報告・確認を行った。 
COC+事業終了後のやまぐち未来人材育成事業

について、現在のカリキュラムから本学版にアレ
ンジした独自カリキュラムで継続していくこと
とした。また、新カリキュラムは学科ごとの新カ
リキュラムと連動することから、令和 2年度に検
討することとした。 

 

② 異文化理解能力の育成 

異なる文化や価値観に対し、グローバ

ルな視点に立つ思考と他者と共生する技

能を身につけた学生を輩出できるよう、こ

れまでの全学教育を検証する体制を整え

る。{No.2} 

・全学教育再生プロジェクトの立ち上げ 

・カリキュラムの見直し・実施 

・異文化交流活動の体系化 

② 異文化理解能力の育成 

全学教育の新カリキュラム案につ

いて、各学部等における専門教育科

目との全学的な調整を行いながら、

必要に応じた見直しや詳細の検討を

行い、異文化理解能力を育成する科

目の運営体制を検討する。 

また、全学教育カリキュラムにおい

て、国際化推進方針に基づき、正課

内外の異文化交流プログラムを見直

しつつ実施する。{No.2} 

 

３ 

 

全学教育の新カリキュラムについて、素案検討

のためのワーキンググループを立ち上げ検討を

行った。その結果、現在の科目をカリキュラム構

成の単純化や、「学力の三要素」をすべての科目

群でバランスよく身につけることが可能となる

構成といった観点から４つの科目群にまとめ直

し、「基盤教育」として再編することとなった。 

異文化理解能力を育成する科目について、国際

交流のほか語学・文化研修を海外協定校で行う科

目等を継続して行うこととした。 

異文化交流プログラムについて、概ね予定通り

実施するとともに、授業改善や現状把握のために

プログラム参加者へのアンケートを実施した。 

 

 

 

③ 基礎的英語運用能力の育成と接続体

制の構築 

各学科の専門性において求められる英

語運用能力を身に付けた学生を輩出す

るため、基礎教養科目において、基礎的

英語運用能力を伸ばせるよう、教育体制

を整える。 

    また、学科ごとに定めた基礎的英語運

用能力の目標水準の達成を目指す。

{No.3} 

③ 基礎的英語運用能力の育成と接続

体制の構築 

前年度に検討した学科ごとの基礎

的英語運用能力の目標水準につい

て、到達状況を調査し、学部学科と

情報共有する。 

また、全学教育の新カリキュラム案

について全学的な調整を行いなが

ら、必要に応じた見直しや詳細の検

討を行い、新カリキュラム及び現行カ

 

 

３ 

 

 

学科ごとの基礎的英語運用能力の目標水準に

ついて、概ね目標の数値を達成しており、その到

達状況は全学教育運営委員会で情報共有した。 

全学教育の新カリキュラムについて、素案検討

のためのワーキンググループを立ち上げ検討を

行った。その結果、現在の科目を「知の集約によ

る科目の統廃合」及び「カリキュラム構成の単純

化」の観点から 4 つの科目群にまとめ直し、資
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・全学教育再生プロジェクトの立ち上げ 

・カリキュラムの見直し・実施 

・学科ごとに定めた目標水準の達成状況

（別途設定） 

リキュラムにおける基礎的英語運用

能力を育成する科目の実施体制、方

法、内容について検討する。 

さらに、学生の基礎的英語運用能

力を伸ばすため、英語学習の意義を

学生に周知するとともに、TOEIC得

点向上のための各種学習支援を引

き続き行う。{No.3} 

 

 

【国際文化学科】 

初年次にTOEIC550点以上を取得す

る学生の割合が 30％以上 

【文化創造学科】 

初年次にTOEIC450点以上を取得す

る学生の割合が 40％以上 

【社会福祉学科】 

初年次において 4 月から TOEIC の

スコアが 10％上がる学生の割合が

75％以上 

【看護学科】 

初年次にTOEIC450点以上を取得す

る学生の割合が 50％以上 

【栄養学科】 

個々の学生が初年次において4月か

らTOEICのスコアを10％上げること

で、学科の平均点を10％上げる 

質・能力の 3つの柱をバランスよく育成できるよ

う「基盤教育」として再編することとなった。 

また、基礎的英語運用能力を育成する科目につ

いて、新カリキュラムにおいて、社会福祉学部・

看護栄養学部・国際文化学部文化創造学科を対象

に英語Ⅰ～Ⅳ、国際文化学科を対象にアドバンス

英語Ⅰ・Ⅱを必修科目として開講することとし

た。 

TOEIC 得点向上のための学習支援として、英語

担当教員と学生スタッフが連携を取り、TOEIC 直

前対策セミナーを年 9回行ったほか、英語授業の

改善のため教員の FD を実施した。 

 

④ 地域連携教育と地域課題解決が両立

する「大地共創教育」の実現 

   地域連携教育と地域課題解決を両立さ

せるために全学的なマッチング体制を整

備するとともに、大地共創教育の成果を

評価する仕組みを整備する。{No.4} 

・全学的なマッチング体制整備 

・大地共創教育の成果を評価する仕組み

整備 

④ 地域連携教育と地域課題解決が両

立する「大地共創教育」の実現 

大地共創教育に係る全学的な検討

会議等において、前年度に抽出され

た地域連携教育の課題の解決に向け

ての方策及び成果の適切な評価方法

を検討する。 {No.4} 

 

 

４ 

 

 

大地共創教育に係る全学的な検討会として立

ち上げた大地共創教育プロジェクトにおいて、10

回にわたり協議を行った。 

また、前年度に抽出された地域連携教育の現状

及び課題等を整理し、教育手法や成果の適切な評

価方法を確立するため、当該プロジェクトに PBL

研究会を設置した。研究会では、学内の PBL 事業

の進行管理を行い、各種調査の集約・分析や活動

 

 

年度計画を十分達

成 
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のノウハウを整理するとともに、他大学との意見

交換等を行いながら「山口県版 PBL 運用マニュア

ル」を完成させた。 

マニュアルに授業の展開方法や成果の評価方

法を例示したことで、地域と大学が協働した人材

育成の更なる展開が可能となった。 

 

⑤ 地域連携教育の可視化 

教育・研究活動の成果が地域に還元さ

れ、健康福祉や地域文化などの本学の特

色となる領域への人材輩出の実績を可視

化するために、産学公連携の体制を構築

する。{No.5} 

・コンソーシアムの設置 

・外部からの意見集約等による教育改善 

・教育活動の成果発表会の開催 

⑤ 地域連携教育の可視化 

大地共創教育に係る全学的な検討

会議を中心に、地域に関わる教育・研

究活動により大学と地域の好循環な

関係が創出できるよう、大学と関係団

体とで構成する新たな協議会（大地共

創コンソーシアム(仮称））の立ち上げ

に向けて、準備会議の開催等具体的

な取組を進める。{No.5} 

 

３ 

 

 

大地共創教育に係る全学的な検討会として立

ち上げた大地共創教育プロジェクトにおいて、10

回にわたり協議を行った。 

前年度に抽出された地域連携教育の現状及び

課題等を整理し、教育手法や成果の適切な評価方

法を確立するため、当該プロジェクトに PBL 研究

会を設置した。 

コンソーシアムの立ち上げに向けて、先進的に

動いている静岡県立大学へ視察に行くとともに、

コンソーシアムの在り方やステークホルダーの

位置づけ等を整理した。 

また、令和 2年度末のコンソーシアム発足に向

けて、同窓会や実習施設等本学に関係の深いステ

ークホルダーを招いて大地共創コンソーシアム

準備会議を実施し、意見交換を行った。 

 

 

(ｲ) 国際文化学に係る専門教育 

 （国際文化学部） 

 ① 多文化共創社会に必要な実践的な知

識と国際的行動力の育成（国際文化学部

国際文化学科） 

    国際的な行動力を有し、多文化社会で

交流・共創できる人材を育成するために、

英語等の外国語による専門教育やフィー

ルドワーク等の実践的教育を充実させる。 

    また、関係部署と連携し、教育的配慮

のもと留学に関する環境を充実させるな

ど、留学を促進する。{No.6} 

(ｲ) 国際文化学に係る専門教育 

 （国際文化学部） 

 ① 多文化共創社会に必要な実践的

な知識と国際的行動力の育成（国際文

化学部国際文化学科） 

外国語を用いた専門教育科目の

体系、地域をフィールドとして実践的

な知識・交流力・対応力を学びうる専

門教育、および中・高等学校英語教

員として輩出するための教育体系に

ついて、体制の整備を進めるととも

に、関係部署と連携して留学を促進

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 外国語を用いた専門教育科目の体系について、

基礎的知識から応用へのステップアップを明確

にするように履修科目を体系化・整理した。 

 また、国際行動力を育成する教育環境整備や実

習学習機会の継続的な確保のためにに、台湾の中

正大学と MOU を締結した。 

 中・高等学校英語教員として輩出するための教
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・外国語による専門教育、フィールドワー

ク等の実践的教育の取得状況 

・卒業までの留学率 

（短期:80%、長期：25％） 

・教育体制の整備状況 

する。 

また、グローバル人材育成推進事

業採択後に開講した関連科目につ

いて、引き続き見直しを行う。 

さらに、チューター教員が入学時

から短期及び長期の海外体験や地

域体験に関する学習指導を行い、学

生と目標の共有を図るとともに、学科

全体で学修指導の状況を把握し、留

学を促進するための方策を検討して

実施する。{No.6} 

育体系については、科目を 2系統に分け受講コー

スに応じた内容の授業体系化を行った。 

 2022 年度の新カリキュラム実施に伴い、「地域

学習」やグローバル人材育成事業の関連科目は段

階的に縮小・廃止し、プロジェクト演習の内容を

充実させることとした。 

  2～4 年生を対象に海外体験調査を実施し、調

査結果を学科全体で情報共有するとともに、海外

プログラムへの参加促進等をチューターを通し

て指導した。また、語学学習と専門学習が関連づ

いて留学等に意識が向くように、学生に対して動

機づけを行った。 

【卒業生の海外体験】 

 短期：50.0％（36/72 人） 

 長期：36.1％（26/72 人） 

 

② 専門的外国語運用能力の育成 

 （国際文化学部国際文化学科） 

   英語、中国語、韓国語を基礎とする高い

外国語運用能力を身につけるために、学

習の支援体制やカリキュラムを充実させ

る。 

   また、地域や世界の多言語社会に積極

的に対応できるよう、言語目標水準の達

成を目指す。{No.7} 
 
・コースごとに定めた言語目標の達成状
況 
【言語目標】 
・英語コース:TOEIC730点 
・国際文化コースの英語：TOEIC650点 
・国際文化コースの中国語:TOEIC550点
＋中国語能力検定中級 
・国際文化コースの韓国語:TOEIC550点
＋ハングル能力検定中級 
※なお、英語、中国語、韓国語に関する

各種検定試験の対照表をもって、上記
の検定試験以外の試験も語学力を図

② 専門的外国語運用能力の育成 

 （国際文化学部国際文化学科） 

従来の履修モデルや専門的外国

語運用能力の育成に係る授業科目

の内容・方法について見直し、専門

教育プログラムを構築するための具

体的方策を引き続き検討する。 

学生自らによる言語目標の管理と

意識を高めるため、関連する科目の

シラバスに外国語運用能力の到達

目標を明示するとともに、学科全体

で到達度を把握し、言語科目の教

員、チューター・ゼミ教員で学修指導

を行う。 

また、学習支援の改善を図るため

の学科FDを実施し、教員の支援体

制を充実させる。{No.7} 

 

 

３ 

 

 

 専門的外国語運用能力の育成について、新カリ

キュラムの基盤項目の概要が示されたことで、専

門カリキュラム全体の検討を開始した。 

  言語スキルの向上のみならず実践的・主体的学

習を促進する内容を試みて、語学学習と文化リテ

ラシーの関係を実際の授業に基づいて整備した。 

 言語目標の達成に向けて、各言語検定試験のス

コアやスピーチコンテストの受験者数等を集約

して、各学生の目標達成具合を把握するととも

に、スピーチコンテスト等への参加を促した。 

 また、学生が自分で学習状況と目標達成度が分

かるリーフレットを配布し、学期初めのオリエン

テーションにおいて履修計画に活用するよう説

明した。 

 学習支援の改善を図るため、入学生の言語運用

能力の到達度を「国際文化学科言語成績」に集約

し、国際文化学科会議において FD を実施した。 
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る指標とする。 
・教育体制の整備状況 

③ 地域文化創造に資する人材の育成 

（国際文化学部文化創造学科） 

   高度な日本語リテラシーとプレゼンテー

ション力を養うための基礎を確立する基盤

教育や、日本文化およびデザイン創造の

専門的教育により、地域で共創できる人

材を育成するとともに、すべての学生が、

地域に向けた学外発表をする。 

    また、半数以上の学生に対し、地域の

公共施設・団体や地域デザイン研究所の

連携機関等を通して、地域文化や地域産

業資源に関連した少人数教育を行う。

{No.8} 

・地域に向けた学外発表を経験（100％） 

・地域の施設等と連携した、地域の文化

資源および地域デザインについての実践

的な経験（50％） 

③ 地域文化創造に資する人材の育成 

（国際文化学部文化創造学科） 

   高度な日本語リテラシーとプレゼン

テーション力を養うための基礎を確

立する基盤教育について、前年度の

状況を踏まえて運営し、継続的に必

要な見直しを行う。 

また、すべての学生が日本文化お

よびデザイン創造の専門的教育によ

り、地域で共創できる人材となるよう、

地域に向けた学外発表をする。 

さらに、実践的な経験を積んだ学

生を増やすため、地域の公共施設・

団体や地域デザイン研究所などの機

関と連携し、地域文化や地域産業資

源に関連した少人数教育の質を上

げるため、教育プログラムの運営体

制、到達度設定の見直しを行う。

{No.8} 

 

 

４ 

 

 

学科会議等において、前期開講科目で身に付け

た力を後期開講科目において強化するための運

営方法を検討するとともに、教育改善のための

Check&Action シートの作成を通して学科カリキ

ュラムの授業科目運営や内容について課題を共

有した。 

 学外に向けた学習成果の公表については、令和

元年度卒業生全員が在学中に、各種演習や実習で

の発表展示により、地域に向けた学外発表を複数

回経験した。 

 実践的な経験を積んだ学生を増やすため、「地

域文化実習Ⅱ」において、令和元年度は受講者 45

名が 9 プログラムに分かれて地域文化や地域産

業資源に関連したテーマに取り組んだ。 

 卒業生のうち、「地域文化実習Ⅱ」において和

紙や染織などの地域文化や地域産業資源に関連

した教育を履修した学生は 38.9％（21/54 名）で

あった。 

  また、「地域文化実習Ⅰ・Ⅱ」については、科

目担当者においてプログラム運営の進捗状況や

課題を確認した上で、ワーキングチームにおい

て、学生が身についた力を実感できるようにする

ため振り返りシートの導入を検討した。 

 

 

 

年度計画を十分達

成 
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(ｳ) 社会福祉学に係る専門教育 

 （社会福祉学部） 

 ① 福祉マインドを基盤とした地域共創力

の育成 

   福祉マインドを涵養し、地域共生社会の

実現に資する地域共創力を身につけるた

めに、初年次教育等を充実させ、入学から

卒業まで一貫した福祉教育を実施する。

{No.9} 

・地域共創力に関するコンピテンシー評価

（5段階評価4.0以上） 

(ｳ) 社会福祉学に係る専門教育 

 （社会福祉学部） 

① 福祉マインドを基盤とした地域共創

力の育成 

全学年を対象とした「福祉マインド

を基盤とした地域共創力に関するコ

ンピテンシー」評価を行うとともに、関

係部署と連携して就職先からの外部

評価の方法を検討して実施し、その

内容を分析して教育プログラムに反

映する。 

また、国のカリキュラムの改正に関

する情報を収集しながら、引き続き新

カリキュラムへの見直しに向けての運

営体制等を検討する。 

さらに、地域共創力修得の一環と

して保育士資格取得を希望する学

生への支援を行う。{No.9} 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

全学年を対象として「福祉マインドを基盤とし

た地域共創力に関するコンピテンシー」評価を実

施した。知識については、学年に応じて点数が上

がっているが、他の項目よりも点数が低い結果と

なっていることから、新年度の教育プログラム内

容の検討材料とした。 

外部評価については、社会福祉法人や施設の施

設長や管理者に実施してもらい、職場でのリーダ

ーシップに関する項目や地域社会のニーズの発

見と解決策の提示に関する項目が比較的に低い

値だったため、新カリキュラムの教育プログラム

の内容に反映させることとした。 

新カリキュラムへの見直しについては、国によ

る社会福祉士及び精神保健福祉士養成課程のカ

リキュラム改定を受けて、ソーシャルワーク演習

に地域の課題解決の内容を盛り込むなど、令和 3

年度以降入学生適用のカリキュラムに反映した。 

保育士資格取得については、国家試験の概要や

受験の手続きについて連絡周知するとともに、受

験申請書等の一括申請や受験に関する個別相談、

説明会等を実施した。 

【地域共創力に関するコンピテンシー評価】 

4 年次平均 4.22（100 人回答/112 人在籍） 

全学年平均 4.10（397 人回答/428 人在籍） 
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② 社会福祉専門職としての基礎的な実践

力の育成 

   多職種や地域住民と連携・協働して、個

別支援及び地域支援、並びに新たな社会

資源の開発ができる社会福祉専門職として

の基礎的な実践力を身につけさせるため

に、養成カリキュラムを充実させ実習教育

の質を向上させる。{No.10} 

・ソーシャルワーク実習指導者評価（5段階

評価4.0以上） 

② 社会福祉専門職としての基礎的な

実践力の育成 

現行カリキュラムによる実習教育を

実施し社会福祉専門職としての基礎

的な実践力を養成する。 

また、国のカリキュラムの改正に関

する情報を収集しながら、引き続き、

新カリキュラムによる実習プログラムを

検討するとともに、実習施設への説

明、必要に応じて新規実習施設の確

保を行う。 

さらに、開拓した障害者分野、医療

分野における実習拠点施設との連携

協定の締結に向けて取組を進めるとと

もに、実習教育の質の向上のため、実

習拠点施設において、外部評価とし

ての聞き取り調査等を検討して実施す

る。{No.10} 

 

 

３ 

 

 

社会福祉専門職としての基礎的な実践力を養

成するため、現行科目のソーシャルワーク演習、

ソーシャルワーク実習指導、ソーシャルワーク実

習の諸科目を実施した。 

新カリキュラムへの見直しについては、国によ

る社会福祉士及び精神保健福祉士養成課程のカ

リキュラム改定を受けて、ソーシャルワーク演習

に地域の課題解決の内容を盛り込むなど、令和 3

年度以降入学生適用のカリキュラムに反映した。 

社会福祉士養成課程の実習機関として、新規

に、養護老人ホーム福寿園をはじめとする 7か所

を確保するとともに、新カリキュラムにおける実

習時間の延長について、実習指導者連絡協議会に

おいて実習施設へ説明を実施した。 

障害者分野及び医療分野における実習拠点施

設について、包括的な連携協定を締結するととも

に外部評価を依頼し、協調性やコーディネート力

が高く評価される一方、リーダーシップの点で課

題があることを確認した。 

【実習指導者の評価】 

ソーシャルワーク実習Ⅰ前半：平均 4.0 

ソーシャルワーク実習Ⅰ後半：平均 4.1 

ソーシャルワーク実習Ⅱ  ：平均 4.2 

ソーシャルワーク実習Ⅲ  ：平均 3.9 

ソーシャルワーク実習Ⅳ  ：平均 3.8 
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③ 社会福祉士国家試験合格率の維持向

上 

社会福祉専門職として必要な知識及び

技術の習得に資するために、社会福祉士

資格取得を支援し、新卒受験者の社会福

祉士国家試験合格率の維持向上を目指

す。{No.11} 

・合格率向上に向けた各種対策状況 

・社会福祉士国家試験の新卒受験者の合

格率70％以上 

③ 社会福祉士国家試験合格率の維

持向上 

 社会福祉士国家試験合格率を維

持向上するため、国家試験対策の強

化合宿や少人数教育による強化対

策を実施するほか、学部教員による

対策講座、国家試験対策手帳の活

用による自己評価や学習支援、社会

福祉士会の対策講座受講及び模擬

試験の受験推奨等の各種対策を実

施する。{No.11} 

 

 

２ 

 

 

正課においては、学部教員によるオムニバス形

式での受験対策講座を実施するとともに、学部独

自で作成した国家試験対策手帳の自己採点表を

活用して学生への動機付けに努めたほか、受験対

策の教材・テキストの共同購入を行った。 

正課外では、卒業生を講師として主に個別指導

をする「ぶち勉」を毎週火曜日に実施したほか、

各種模擬試験や受験対策合宿を行った。 

また、今年は新規の取組として LEC による受験

対策講座を実施し、64 名の受講があった。 

【新卒者の社会福祉士国家試験合格率】 

55.1％（54/98 名） 全国 56.0% 

 

 

 

年度計画はやや未

達成 

④ 精神保健福祉士国家試験合格率の維持

向上 

   精神保健福祉専門職としての知識及び

技術の習得に資するために、精神保健福祉

士資格取得を支援し、新卒受験者の精神保

健福祉士国家試験合格率の維持向上を目

指す。{No.12} 

・合格率向上に向けた各種対策状況 

・精神保健福祉士国家試験の新卒受験

者の合格率 70％以上 

④ 精神保健福祉士国家試験合格率の

維持向上 

   精神保健福祉士国家試験合格率

を維持向上するため、国家試験対策

の強化合宿や少人数教育による強化

対策を実施するほか、学部教員による

対策講座、国家試験対策手帳の活用

による自己評価や学習支援、テキスト

の共同購入、模擬試験の受験推奨等

の各種対策を実施する。{No.12} 

 

 

５ 

 

 

正課においては、学部教員によるオムニバス形

式での受験対策講座を実施するとともに、学部独

自で作成した国家試験対策手帳の自己採点表を

活用して学生への動機付けに努めたほか、受験対

策の教材・テキストの共同購入を行った。 

正課外では、卒業生を講師として主に個別指導

をする「ぶち勉」「ぶち勉 PSW」を毎週実施すると

ともに、各種模擬試験や受験対策合宿を行った。 

また、四大学合同国試合宿を九州産業大学にて

行ったほか、今年は新規の取組として LEC による

受験対策講座を実施し、11 名の受講があった。 

【新卒者の精神保健福祉士国家試験合格率】 

94.1％（16/17 名） 全国 74.0％ 

 

 

年度計画を十二分

に達成 
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(ｴ) 看護学・栄養学に係る専門教育 

（看護栄養学部・別科助産専攻） 

 ① 地域で活躍できる看護職の育成（看護

栄養学部看護学科） 

    看護の専門職としての能力を明確にす

るほか、地域で活躍できる人材を育成す

るために、カリキュラムを見直し学習指導

の質を向上させる。 

    また、育成した人材の能力を可視化す

るための評価体制を整備し、運用する。 
{No.13} 
・人材像の明確化やカリキュラムの見直し 

・能力を可視化するための評価体制の構

築及び評価に基づいた教育改善サイク

ルの確立 

(ｴ) 看護学・栄養学に係る専門教育 

（看護栄養学部・別科助産専攻） 

 ① 地域で活躍できる看護職の育成

（看護栄養学部看護学科） 
育成を目指す人材像を踏まえて、

3つの方針についての検討を行う。 
また、省令改正に関する情報を収

集するとともに実習施設等の関係機
関と調整を行い、新カリキュラム案を
作成する。 

さらに、地域で活躍できる人材の

ための教育方法、学習指導方法に

ついて具体的な内容を検討する。 

{No.13} 

 

 

 

３ 

  

 

 

 

 目指す人材像を育成するため、「学力の三要素」

の視点から AP・CP・DP の 3 つの方針を検討した。

学科の強みとして、多職種連携力と主体的な自己

学修力を挙げ、それを踏まえてワーキンググルー

プ、検討会、学科会議の議論を経て新しい方針を

決定した。 

 カリキュラムについては、看護基礎教育検討会

の報告書に基づき案を作成し、主体的な学習の視

点を盛り込み 3 つのコースを設定したものをカ

リキュラム検討会や学科会議等を経て決定した。 

 教育方法・指導方法について、アクティブ・ラ

ーニングの活用や学生が主体的に学ぶことがで

きる効果的な教育方法が求められていることを

確認するとともに、学習方法への理解を深めるた

めに学部 FD を開催した。 

 

 

② 看護の専門性を強化するための学習支

援システムの構築（看護栄養学部看護学

科・別科助産専攻） 

   看護の専門性を強化するために、自学

自習を支援する学習支援マニュアルを整

備するほか、学習支援の実施、評価、改善

策の検討により、すべての新卒受験者が看

護師、保健師、助産師の国家試験に合格

することを目指す。{No.14} 

・学習支援マニュアルの整備及びマニュア

ルに沿った学習支援システムの構築 

・看護師、保健師、助産師の国家試験の新

卒受験者の合格率（100％） 

② 看護の専門性を強化するための学

習支援システムの構築（看護栄養学

部看護学科・別科助産専攻） 
   支援実態調査や学習支援マニュア
ルの内容の精査等を踏まえて、新しい
学習支援マニュアル案を作成する。 

  また、学習支援マニュアル案に基づ

いて学習の支援を実施し、その支援を

評価して必要な改善を行う。{No.14} 

 

 

 

５ 

 

 

 

前年度の卒業生の国家試験に向けての学習状

況を学科で共有し、低学年のうちから学生自身が

目標を定め、見通しを立てて学習を進めていける

よう支援することが必要であると確認した。 

そこで、学生が国試対策ポートフォリオを作成

して活用すること、それを基にしてチューター教

員や国試対策委員が助言・情報提供すること等を

盛り込んで、新しい学習支援マニュアルを作成し

た。 

学習支援については、支援が必要な学生の抽出

や、支援をした学生の学習結果の推移等を確認

し、チューター教員と連携して支援を進めていく

とともに、その方法や支援のポイント等をより明

確にして新しい支援マニュアルに反映させた。 

 

 

 

年度計画を十二分

に達成 
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また、受験対策講座の開講のほか学生ガイダン

スや対策模試の実施、模試出題傾向や個別成績結

果の分析等を行った。 

【新卒者の国家試験の合格率】 

看護師 100％（51/51 名） 全国 94.7％ 

保健師 100％（12/12 名） 全国 96.3％ 

助産師 100％（11/11 名） 全国 99.5％ 

 

③ 地域で活躍できる管理栄養士の育成

（看護栄養学部栄養学科） 

  管理栄養士としての能力を明確にするほ

か、地域で活躍できる人材を育成するため

に、カリキュラムを見直し学習指導の質を

向上させる。 

  また、育成した人材の能力を可視化する

ための評価体制を整備し、運用する。

{No.15} 

・人材像の明確化やカリキュラムの見直し 

・能力を可視化するための評価体制の構

築及び評価に基づいた教育改善サイクル

の確立 

③ 地域で活躍できる管理栄養士の育

成（看護栄養学部栄養学科） 
   教育改善チームによる現行の授業
の見直しや学生への指導内容等の見
直しを継続して行う。 

  また、新しいモデルコアカリキュラム
に関する情報を収集しながら、カリキュ
ラム改正について検討を行う。 

  さらに、地域で活躍できる人材のた

めの教育方法、学習指導方法につい

て具体的な内容を検討するとともに、

学習到達度の評価方法及び実施方

法を継続して検討する。{No.15} 

 

 

３ 

 

 

教育改善チームが在校生アンケートやCheck & 

Action の方法により課題の抽出を行った。授業

の連携構築のほか、自分で教科書等を調べて解答

を文章化する小テストの実施や、一方向ではない

参加型授業の増加など学生への指導内容の見直

しを行った。 

カリキュラム検討ワーキンググループにおい

て、公表された新モデルコアカリキュラムと現行

カリキュラムの相違点を抽出し、栄養学科におけ

る科目の配置や連携等の検討を重ねて新カリキ

ュラムを作成した。 

地域で活躍できる人材育成のための教育方法・

学習指導方法については、新カリキュラムと併せ

て検討し、学生が主体的かつ実践的に深く学ぶこ

とができるような演習科目を各コースに新たに

設定した。学習到達度の評価方法及び実施方法に

ついては、全学の作成方針に基づいて新カリキュ

ラムマップを作成し、DP に示す人材像に対する

到達度の可視化に対応できるようにした。 

 

 

 

 

④ 栄養の専門性を強化するための学習支

援システムの構築（看護栄養学部栄養学

科） 

  栄養の専門性を強化するために、自学

自習を支援する学習支援マニュアルを整

備するほか、学習支援の実施、評価、改善

④ 栄養の専門性を強化するための学

習支援システムの構築（看護栄養学

部栄養学科） 

これまでに行った自学自習を支援

する取組を基にして、学習支援マニュ

アル案を作成し、運用する。 

 

 

 

４ 

 

 

 

個々の学生の早い段階での国家試験への意識

付けやきめ細かい学習支援のため、これまでに行

った自学自習を支援する取組を基にした学習支

援マニュアルを作成した。 

 

 

 

年度計画を十分達

成 
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策の検討により、すべての新卒受験者が管

理栄養士の国家試験に合格することを目

指す。{No.16} 

・学習支援マニュアルの整備及びマニュア

ルに沿った学習支援システムの構築 

・管理栄養士国家試験の新卒受験者の合

格率（100％） 

また、模擬試験の成績や学生の自

己到達度評価を活用して、学生の習

熟度に合わせた学習指導や国家試験

対 策 に 関 す る 講 座 を 実 施 す る 。

{No.16} 

国家試験対策講座や模擬試験を実施し、模擬試

験結果および達成度自己評価を使用して個人ご

との習熟度を把握するとともに、習熟度の低い学

生に対して面接や学習指導を重点的に行った。 

【新卒者の管理栄養士国家試験合格率】 

95.5％（42/44 名） 全国 92.4％ 

 

イ 大学院教育 

 (ｱ) 国際文化学領域において地域に貢献

できる人材育成の推進（国際文化学研究

科） 

    高度な異文化交流能力と地域文化の

発掘・創造能力を備え幅広い分野で地域

に貢献できる人材を育成するために、入

学者受け入れの仕組みを見直して充実さ

せるほか、在学者への研究創作活動に対

する支援体制や環境を見直して充実させ

る。{No.17} 

・入学者受け入れの仕組みと在学者への

研究創作活動に対する支援体制や環境

の整備状況 

・修了生の地域貢献等の実態調査 

・修士論文・修士制作等の数 

・修士論文・修士制作等の質を検証する

仕組みの構築 

イ 大学院教育 

 (ｱ) 国際文化学領域において地域に

貢献できる人材育成の推進（国際文

化学研究科） 

大学院オープンキャンパスや合同

発表会等を通して広報活動を強化す

るとともに、入学者の受入れ、在学者

への研究・修学支援、人材育成評価

の仕組みの整備・充実を図るため、地

域社会のニーズ、修了生の地域貢献

等の実態に係る調査を実施する。 

前年度の修了生等への大学院に

ついての現状調査の結果も踏まえて、

地域に貢献できる人材育成のための

方策について検討を進める。 

また、教育改善につなげるため、ル

ーブリック等を活用した論文・制作の

質を検証する仕組みを構築する。

{No.17} 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

大学院の周知、大学院生の確保のため、大学案

内リーフレット等の広報資料を作成して関係機

関・施設に発送するとともに、合同研究発表会や

中国協定校への進学推薦依頼を行った。 

また、オープンキャンパスに併せて大学院開設

20 周年記念イベントを実施したほか、20 周年記

念大学院活動実績報告書の作成・公表を行い、広

報活動の強化に努めた。 

大学院の将来構想を踏まえ、地域に貢献できる

人材育成のための方策について学長プロジェク

トを中心に検討を行った。 

この検討のために、前年度の web 調査だけでな

く、地域社会のニーズ調査、修了生の地域貢献等

の状況調査と院生満足度調査を本年度に実施し

た。調査結果と取巻く状況を踏まえて、人材育成

の方向性を決定し、さらに 3つの方針の見直しと

新カリキュラムの策定を行った。 

教育改善につなげるための学修成果の可視化

を実現するために、本年度は研究科において学修

成果の可視化に関するアセスメントポリシーを

検討し、原案を作成した。 

また、ルーブリック等を活用した論文の質を検

証する仕組みの試行を行うとともに、学修成果の

可視化の一部として、授業科目を見直しシラバス

改善に反映させる主体的 Check & Action システ

ムを実施した。 
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修士論文、修士制作、学会発表等の数は 34 で

あった。 

 

(ｲ) 健康福祉学領域において地域に貢献

できる人材育成の推進（健康福祉学研究

科） 

   健康と福祉の諸課題に対応するための

知識・技術・実践力を備え高度専門職業人

または研究者として幅広い分野で地域に

貢献できる人材を育成するために、入学者

受け入れの仕組みを見直して充実させる

ほか、在学者への研究に対する支援体制

や環境を見直して充実させる。{No.18} 

・入学者受け入れの仕組みと在学者への

研究に対する支援体制や環境の整備状況 

・修了生の地域貢献等の実態調査 

・修士論文・博士論文等の数 

・修士論文・博士論文等の質を検証する仕

組みの構築 

(ｲ) 健康福祉学領域において地域に

貢献できる人材育成の推進（健康福

祉学研究科） 

大学院オープンキャンパスや合同

発表会等を通して広報活動を強化す

るとともに、入学者の受入れ、在学者

への研究・修学支援、人材育成評価

の仕組みの整備・充実を図るため、地

域社会のニーズ、修了生の地域貢献

等の実態に係る調査を実施する。 

前年度の修了生等への大学院に

ついての現状調査の結果も踏まえて、

地域に貢献できる人材育成のための

方策について検討を進める。 

また、教育改善につなげるため、ル

ーブリック等を活用した論文の質を検

証する仕組みを構築する。{No.18} 

 

 

 

３ 

 

 

 

大学院の周知、大学院生の確保のため、大学案

内リーフレット等の広報資料を作成して関係機

関・施設に発送するとともに、合同研究発表会や

中国協定校への進学推薦依頼を行った。 

また、オープンキャンパスに併せて大学院開設

20 周年記念イベントを実施したほか、20 周年記

念大学院活動実績報告書の作成・公表を行い、広

報活動の強化に努めた結果、入学者の微増につな

がった。 

大学院の将来構想を踏まえ、地域に貢献できる

人材育成のための方策について学長プロジェク

トを中心に検討を行った。 

この検討のために、前年度の web 調査だけでな

く、地域社会のニーズ調査、修了生の地域貢献等

の状況調査と院生満足度調査を本年度に実施し

た。調査結果と取巻く状況を踏まえて、人材育成

の方向性を決定し、さらに 3つの方針の見直しと

新カリキュラムの策定を行った。 

教育改善につなげるための学修成果の可視化

を実現するために、本年度は研究科において学修

成果の可視化に関するアセスメントポリシーを

検討し、ルーブリック等を活用した論文の質を検

証する仕組みを含む原案を作成した。 

また、学修成果の可視化の一部として、授業科

目を見直しシラバス改善に反映させる主体的

Check & Action システムを実施した。 

修士論文、博士論文、学会発表等の数は 32 で

あった。 
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(2) 大学教育の質の向上に資する教育内

容・教育方法の改善・検証 

   ３つの方針を踏まえた体系的で組織的

な教育活動を展開するために、主体的に

検証し改善することにより、教育改革等を

実質化する仕組みを構築する。{No.19} 

・３つの方針の見直し 

・カリキュラムの見直し 

・ＰＤＣＡサイクルの実質化（可視化） 

・留学生の受け入れに関する専用のプログ

ラム開発、検証・改善 

(2) 大学教育の質の向上に資する教

育内容・教育方法の改善・検証 

主体的チェック＆アクションシステム

の運用、GPA等の数値指標を用い

て、教育改善の取組を継続的に行うと

ともに、3つのポリシーおよびアセスメ

ントポリシーの見直し・検証を進める。 

   また、留学生の受け入れに関して、

専用のプログラムを整備する。{No.19} 

 

 

３ 

 

 

 

学期ごとの授業評価結果を収集し、部局単位で

主体的チェック＆アクションシステムに取り組

み、授業改善を実施した。 

教育改革戦略会議において全学教育新カリキ

ュラムの素案を作成し、見直し・検討を重ねて完

成させた。3P についても同会議で見直すことが

確認され、各学部において作業を実施し、新カリ

キュラムと連動して新しい 3 つのポリシーを作

成した。 

アセスメントポリシーについては、副学長（教

育改革担当）をリーダーとする検討チームにより

原案を作成した。 

留学生の受入に関しては、現カリキュラムに合

わせた取組として、留学生のニーズに合わせたハ

ンドブックの修正、地域行事の参加予定カレンダ

ー作成、サークル活動の利用促進に取り組んだ。 
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 大項目  第１ 教育研究等の質の向上に関する事項  

 中項目    ２ 学生支援 

 

中 

期 

目 

標 

２ 学生支援に関する目標 
学生が学内外において充実した学生生活をおくることができるよう、教職員が協働して、多様な学生ニーズに対応した支

援体制の強化を図る。 
また、学生のキャリア形成に資するため、教育課程内外にわたり、入学時から一貫した支援を行うとともに、県、県内大

学、企業等地域と緊密に連携しながら、長期インターンシップなどの取組を推進し、県内定着の促進を図る。 

 

中期計画 令和元年度の年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 長所及び問題点等 

２ 学生支援に関する目標を達成するた

めとるべき措置 

 (1) 多様な学生の修学と学生生活の充

実に資するための総合的な学生支援

の推進と質保証 

    経済状況、障害等の有無、文化的

背景等の異なる多様な学生に対応す

るために、総合的な学生支援活動に

関する方針を見直し、新たに策定する

とともに、学内教職員が連携し、学生

が安全安心、快適な学生生活が送れ

るよう学生支援体制を整備する。 

    また、学生調査により、必要な支援

とその効果について検証し、学生支援

の質の改善を行う。{No.20} 

・全学的な学生支援方針の策定 

・学生調査の結果を踏まえた学生支

援の改善 

２ 学生支援に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 (1) 多様な学生の修学と学生生活の

充実に資するための総合的な学生支

援の推進と質保証 

学生支援方針に基づき、学生代表

や学内外の関係機関との連携を図り

ながら、多様な学生に対応した学生支

援を実施する。 

また、改正した授業料減免制度の

適正な実施及び検証のほか学生調査

等による評価、改善を行う。{No.20} 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

障害のある学生や外国人留学生をはじめ

とした多様な学生に対して、年間の学生支援

事業計画に沿って関係部局と連携を図りな

がら支援を実施した。寮の改修工事や大学祭

の実施にあたっては学生側と協力し円滑に

進めることが出来た。 

また、昨年度の学生調査において満足度の

低かった学修環境等の改善に取り組んだ結

果、関連する満足度が上昇した。 

学生授業料減免制度については、学生への

周知も徹底し、出来るだけもれなく支援でき

るよう制度を適正に実施することが出来た。

改正制度については、当面、現行制度を維持

しながら、次期中期計画に向けて検証を継続

することとした。 
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(2) 学生の社会的職業的自立に関する

教育・支援体制の実質化 

   学生が卒業後に社会人・職業人とし

て自立するために、学科の特性に合

わせた教育や学生支援等の連携体制 

を整備し、教育・支援体制を実質化さ

せる。{No.21} 

・学科の特性に合わせた連携体制の

整備 

・体系的に実施されるキャリア教育・支

援への全学生の参加 

(2) 学生の社会的職業的自立に関す

る教育・支援体制の実質化 

キャリア教育・就職支援方針に基づ

き、大学内外の関係部局と連携して、

全学的かつ学科の特性に配慮したキ

ャリア教育・就職支援の具体的な方策

を検討し、実施する。 

また、学生調査等の分析を行い、方

針に基づくキャリア教育・支援が適切

に行われているか検証し、取組の改善

につなげる。{No.21} 

 

 

４ 

 

 

全学的かつ各学科の特性に配慮したキャ

リア教育・就職支援として、毎月のキャリア

教育委員会で具体的な方策を検討しながら、

関係部署・機関と連携した支援を行った。 

昨年度実施した学生対象のキャリア教育・

就職支援アンケート等の結果から、講座や学

内企業説明会のYPUポータルでの申込みや受

験報告の業種別提供を始めたほか、公務員講

座や教員採用試験対策、個別カウンセリング

等の充実を図った。 

また、昨年度に引き続き 4年生対象のキャ

リア教育・就職支援アンケートを実施し、そ

の結果に基づき改善策を検討した。 

 

 

 

 

年度計画を十分達成 

(3) 学生の就職決定率の維持向上 

   高い就職決定率を維持するために、

キャリア教育と支援の連携により、学生

の就職活動を支援する。{No.22} 

・就職希望者の就職決定率100％ 

(3) 学生の就職決定率の維持向上 

 講義方式などによる就職支援対策

や個別のキャリアカウンセリング・求人

情報提供を計画的に実施する。 

 また、インターンシップの活用や山

口しごとセンター等との連携による職

業理解の促進、適職相談等を実施

し、各学科との連携を強化して、就職

支援体制の充実を図る。{No.22} 

 

５ 

 

各学年に合わせた支援対策を実施すると

ともに、就職に関するあらゆる相談に応じる

ためのキャリアカウンセラーを配置し、円滑

な就職活動を支援した。 

山口しごとセンターや山口労働局と連携

を図り、講師として招いて各種ガイダンスや

セミナー紹介を行ったほか、山口県インター

ンシップ協議会等と連携し、インターンシッ

プへの参加を促進した。 

また、就職対策講座やカウンセリングを受

けた学生を対象にアンケートを実施したほ

か、キャリア教育委員会で各学科の特性に配

慮したキャリア教育・就職支援について協議

するとともに、インターンシップ等に関する

情報共有を行うことで就職支援体制の充実

を図った。 

【就職決定率】 

100％（就職者 309/就職希望者 309 名） 

 

 

年度計画を十二分に達成 
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 大項目  第１ 教育研究等の質の向上に関する事項  

 中項目    ３ 研究 

 

中 

期 

目 

標 

３ 研究に関する目標 
大学の研究水準の維持向上を図るため、大学の教育研究能力の源泉となる教員の研究業績の蓄積とその成果の発信の取組

を確実かつ継続的に行うほか、科学研究費補助金等の申請を積極的に行う。 
また、研究を通じて地域における諸課題が解決できるよう、地域と連携した研究システムの構築を図る。 

 

中期計画 令和元年度の年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 長所及び問題点等 

３ 研究に関する目標を達成するためとる

べき措置 

 (1) 論文等発表活動の質の向上 

   各教員の論文発表について、査読

論文や国際学会での発表、外国語で

の論文発表などを推奨し、また、創作

作品等については、審査等のある展

示会等へ出品することにより、研究成

果の発表の質を向上させる。{No.23} 

・掲載論文の評価（数、質） 

・国際学会での発表数 

・査読論文等の研究実績報告書作成 

３ 研究に関する目標を達成するためとる

べき措置 

 (1) 論文等発表活動の質の向上 

    論文等の投稿・発表の質の向上を

図るため、学内のピアレビューや助

成制度等の各種支援策を実施し、支

援体制を運用するとともに、研究創

作活動助成の実施方法など、必要な

支援のあり方について継続的に見直

し、改善を図る。 

    また、本学研究者の学外での研

究活動・発表実績も含めた情報収集

をして、研究実績の把握・整理を行う

とともに、次年度以降の新たな研究

支援体制の運営に向けた検討を進

める。{No.23} 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 研究者からの相談対応、情報提供、研究倫

理教育、ピアレビューを通しての研究の質の

向上、各種書類の確認などの支援を実施し

た。 

 国際学会等での発表及び外国語での論文

発表の促進につなげるため、令和 2年度研究

創作活動助成において、「研究国際化促進型」

の枠を設け、支援を行うこととした。 

 また、学長を本部長とする研究推進本部を

新設し、全学的な研究支援策を協議する体制

を構築した。 

【論文、創作作品等の数】82（うち査読、審

査等付が 17、外国語による発表 16） 

【国際学会での発表】3 

 

 

(2) 科研費等外部資金申請の促進及び

研究の質の向上 

  科研費をはじめ受託研究等の外部資

金の申請を促進するとともに、研究力を

向上させる支援体制を整備する。 

(2) 科研費等外部資金申請の促進及

び研究の質の向上 

科研費をはじめ政府や民間など受

託研究等の外部資金の申請等を促

進するため、科研費申請マニュアル

 

 

３ 

 

 

研究者からの相談対応、情報提供、研究費

の適正使用の確認などの支援を実施した。 

科研費については、研究創作活動助成に科

研費申請支援型の枠を設置したほか、ピアレ
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  また、学術研究に係る研究課題の設

定や研究計画の立案・遂行、作品等の

創作に関し、審査機関からの評価など

を受け、研究の質を向上させる。{No.24} 

・科研費の評価（申請数、採択率、獲得

金額） 

・外部資金の評価（申請数、採択率、獲

得金額） 

（当該年度版）を作成・配布するほ

か、各学部等におけるピアレビュー等

の研究支援体制を踏まえて具体的な

研究支援策を定め、各研究者の状況

に応じた重点的な支援を計画的に行

う。 

また、次年度以降の新たな研究支

援体制の運営に向けた検討を進め

る。{No.24} 

ビューの実施、申請に関する FD の開催、URA

を雇用しての申請調書の精査等を実施した。

また、今後も支援を進めていくため、支援利

用者へのアンケートを実施した。 

新たな研究支援体制として、2020 年度から

学長を本部長とする研究推進本部を新設し、

全学的に研究推進を行える体制を構築した。 

【平成 31 年度科研費】 

申請 53 件、うち採択 10 件、採択率 18.9％ 

内定額（総事業年度） 30,540 千円 

【平成 31 年度その他外部資金】 

年度受入件数 2件、金額 6,750 千円 

 

(3) 学内研究の推進が地域課題解決に

資する「大地共創研究」の実現 

   県政課題や地域課題など地域から

の研究ニーズを収集し、学内シーズと

マッチングする体制を部局横断的に整

備するとともに、地域とのマッチングに

積極的に取り組み、地域の課題解決に

資する研究を推進する。{No.25} 

・県政課題や地域課題とのマッチング

体制整備 

・県政課題や地域課題とマッチングした

研究件数 

(3) 学内研究の推進が地域課題解決に

資する「大地共創研究」の実現 

「大地共創研究」の実現のため、

県政課題や地域課題に関する全学

的な研究推進体制について、学内

研究創作活動助成による研究を活

用するなどして県や市町のニーズ

に対応できる研究体制整備を進め

るとともに、関係部署と協力して

県や市町との連携を深める。 

また、新たな研究支援体制の運

営に向けて、本学が有する研究資

源を踏まえた業務体制の見直しを

進める。{No.25} 

 

４ 

 

 

「大地共創研究」の実現のため、昨年度に

引き続き研究創作活動助成の申請枠に、グル

ープ研究による「大地共創研究型」を設け、

県政課題や地域課題に対して組織的かつ継

続的に取り組むための仕組みを構築した。 

当該申請枠において4件の研究課題が採択

され、伝統工芸の後継者不足の問題や地域の

抱える健康問題等の課題解決に向けた研究

を実施し、その成果の一部は展示会の開催や

教材の作成などにより地域に還元された。 

また、他の申請枠においても 4件の「山口」

や「地域」を意識した、将来的に県政課題や

地域課題の解決につながることが期待され

る研究が行われた。 

戦略的に研究支援を行うため、事務局の組

織改編を機に、研究推進の基本方針や研究助

成の制度・審査を所管する、関係事務部門や

教員から成る学長を本部長とする研究推進

本部を設置する案を作成し、令和 2年度から

始動することとなった。 

 

 

 

年度計画を十分達成 
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 大項目  第１ 教育研究等の質の向上に関する事項 
 

 中項目    ４ 地域貢献 

 

中 

期 

目 

標 

４ 地域貢献に関する目標 
地域における「知の拠点」として、県民の健康の増進及び個性豊かな地域文化の進展に資するため、教職協働体制の下、

産学公とも緊密に連携しながら、地域のニーズに即した人材を育成し、県内定着を図るとともに、共同研究・受託研究等の
取組を推進し、その成果を着実に地域に還元する。 
また、県内唯一の「県立」大学として、県の政策形成や地域の諸課題解決に向けたシンクタンク機能の強化を図る。 
更には、社会人の学び直しの重要性の高まりなども勘案し、ライフステージに応じた県民の生涯学習機会の提供や県民と

学生が世代に関係なく共に学び交流できる場を提供するなど、引き続き「県民との連携・交流の取組」を着実に推進する。 

 

中期計画 令和元年度の年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 長所及び問題点等 

４ 地域貢献に関する目標を達成するた

めとるべき措置 

(1) 入学者に占める県内生割合の向上 

   入学定員の適正な管理と入試の選

抜性に留意しつつ、高校教育現場との

連携強化や入試の検証・見直し等によ

り、入学者に占める県内生割合の維持

向上を目指す。{No.26} 

・入試を検証するシステムの構築 

・県内生割合が60％以上 

４ 地域貢献に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

(1) 入学者に占める県内生割合の向

上 

入学者選抜方法を検証し、改善

するための作業マニュアルによる

検証結果に基づき、2021年度入学

者選抜と現行のアドミッション・

ポリシーの整合性について確認を

行うとともに、新たなアドミッシ

ョン・ポリシーの検討を開始する。 

また、県内高校生の安定的な確

保、高校から大学へのスムーズな

学びの移行等を実現するため、高

大接続事業を試行する。{No.26} 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

2021 年度入学者選抜と現行のアドミッシ

ョン・ポリシーの整合性について確認すると

ともに、新たなアドミッション・ポリシーの

見直し作業を各学科で進め、入学者選抜委員

会や教育研究評議会での議論を経て、本学ウ

ェブサイトで公表した。 

高校から大学へのスムーズな学びの移行

等を実現するための高大接続事業として、看

護学科による「ホントの看護」を開催し、当

初の定員を上回る 55 名の参加があった。 

また、県内高校生の安定的確保のために、

山口県高等学校校長会との大学入試等研究

評議会を実施し、入学者選抜に関する情報交

換や高大接続事業の紹介に努めるとともに、

出前講義や進路説明会、大学見学、高校訪問

等の広報活動を行った。 
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(2) 卒業生の県内定着の促進 

   県内就職希望者が県内就職できる

よう、各種取組によるマッチングプログ

ラムを完成させ、県内関係機関と連携

しながら、県内就職に関する目標水準

の達成や県内定着を目指す。{No.27} 

・県内企業・団体・施設・病院等へのイ

ンターンシップ等を含むマッチングプ

ログラムの構築 

・ 県 内 就 職 希 望 者 の 県 内 就 職 率

100％ 

・県内就職率50％以上 

(2) 卒業生の県内定着の促進 

県内就職を希望する学生数を把

握し、在学中に県内定着を促進す

るプログラムを継続的に実施し、

プログラムの運用体制を整備す

る。 

また、学科ごとの学内学会や同窓

会、各職能団体等と連携して卒業生

の県内定着に向けた取組を進める。

{No.27} 

 

２ 

 

卒業生の県内定着を促進するために県内

就職希望者数調査を行ったほか、関係機関等

と連携して県内企業合同説明会や個別相談、

就職情報の提供、ガイダンス等を行った。 

また、県内企業が紹介された県大手帳の作

成や、毎月一回キャリアサポートセンターで

県内定着促進のための協議を実施した。 

キャリアサポートセンター運営規程を改

正し、卒業生の年限を撤廃し、卒業後も利用

できる環境を整備するとともに、卒業生ネッ

トワークの基盤となる同窓会にキャリアサ

ポートセンターや卒業生支援についての案

内を配布し、広く周知した。 

【県内就職希望者の県内就職率】 

84.7％（94/111 名） 

【県内就職率】 

40.5％（125/309 名） 

 

 

年度計画はやや未達成 

（3） 学内研究の推進が地域課題解決に

資する「大地共創研究」の実現 

県政課題や地域課題など地域から

の研究ニーズを収集し、学内シーズと

マッチングする体制を部局横断的に

整備するとともに、地域とのマッチング

に積極的に取り組み、地域の課題解

決に資する研究を推進する。 

{No.25}【再掲】 

(3) 学内研究の推進が地域課題解決

に資する「大地共創研究」の実現 

「大地共創研究」の実現のため、

県政課題や地域課題に関する全学

的な研究推進体制について、学内

研究創作活動助成による研究を活

用するなどして県や市町のニーズ

に対応できる研究体制整備を進め

るとともに、関係部署と協力して

県や市町との連携を深める。 

また、新たな研究支援体制の運

営に向けて、本学が有する研究資

源を踏まえた業務体制の見直しを

進める。{No.25}【再掲】 

 

 

 

４ 

 

 

（№25 参照） 

 

 

年度計画を十分達成 
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(4) 卒業生を対象とした地域共創人材

の育成と、県内の専門職の能力向上支

援 

   卒業生が地域の専門職をリードする

人材として、県内各施設等で活躍でき

るよう、卒業生のニーズを踏まえて、教

育研究の特色を活かした専門職向けス

キルアップ研修を実施する。{No.28} 

・卒業生の職能に関する課題や専門職

団体等のニーズの把握 

・卒業生のスキルアップ及び県内専門

職のボトムアップを目的とした研修の実

施（年５件以上） 

・研修成果の検証 

(4) 卒業生を対象とした地域共創人材

の育成と、県内の専門職の能力向上

支援 

本学の教育研究の特色を活かし

て、専門職向け講座「キャリアアッ

プ研修」を実施する。 

  また、講習料の改正に向けた検

討を進め、所要の措置を取る。

{No.28} 

 

 

 

３ 

 

  

 

 

令和元年度のキャリアアップ研修として、

発達障害や感染管理、カウンセリング等の内

容で 5講座を開催した。幅広い年代層から申

し込みがあり受講者は合計 360 名となった。 

また、研修毎の満足度は、いずれも 90%以

上と高い効果が得られた。 

研修の講習料について、一般向け研修の他

大学等の受講料及び専門職向け研修の近隣

地域の類似研修と比較して決して安価でな

いこと、また収支バランスを勘案しても適正

な運用が行われていることから、地域共生セ

ンター企画調整委員会において、第 3期中期

期間中の変更は行わない旨の方針を確認し

た。 

 

 

(5) 県民の健康増進・文化振興に関す

る学習機会の提供 

   各市町等との協働により、住民の健

康増進や文化振興をテーマとした出前

型の公開講座を県内各地で計画的に

行う。 

  また、学内の教育活動に県民を参加

させることにより、充実させる。{No.29} 

・出前型公開講座の計画的実施（県内

全市町） 

・県民と学生が共に学ぶ講座の開催 

(5) 県民の健康増進・文化振興に関す

る学習機会の提供 

各市町等との協働により、出前

型の公開講座を県内各地で実施す

るとともに、開催地域の拡大に向

けた活動を実施する。 

  また、県民と学生が共に学ぶ講

座として、公開授業や桜の森アカ

デミー等を実施するとともに、今

後のあり方を引き続き検討する。

{No.29} 

 

 

３ 

 

 

 

市町共催のサテライトカレッジについて

は、10 講座（全 19 回）を開催し、受講者数

は延べ 461 人であった。地域からの依頼によ

る出前型講座を全 9回実施した。 

第3期中期計画中に県内全ての市町で講座

を開催することを目標としていることから、

開催実績のない地域へ出向き、新規開拓に向

けて広報活動を行った。その結果、下松市に

おいてサテライトカレッジを、平生町におい

て出前型講座を開催することとなった。 

公開講座は、前・後期各 3講座を実施し、

年間の受講者数は延べ 573 人であった。 

また、桜の森アカデミーは、子育て支援リ

ーダーコースが 18 人、認知症ケアリーダー

コースが 17 人の受講者数だった。 
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客員教授特別講義については、全学及び各

学部で実施し、受講者数は合計 1,195 名であ

った。 

オープンカレッジの効果的な運用につい

て検討を行い、桜の森アカデミーについては

受講の状況を踏まえて、次年度は 1コースで

の開催とし、開講時期やカリキュラムを改善

して実施することとなった。 

 

(6) 地域の国際化に寄与する本学の国

際的な地位向上と大学・地域間交流の

推進（地域の国際化を推進する国際的

チームアプローチ） 

海外から本学を訪問する教育・研究

者や留学生の県内における活動を支

援する受け入れ体制を整えるとともに、

学生や県民に還元できる仕組みを構築

する。{No.30} 

・活動を支援する受入体制の整備 

・ワークショップや交流会などの開催の

仕組み作り 

(6) 地域の国際化に寄与する本学の

国際的な地位向上と大学・地域間交

流の推進（地域の国際化を推進する

国際的チームアプローチ） 

地域団体との情報交換や共同で

行う交流活動の企画・運営などに

より連携を深め、留学生の地域で

の交流活動を充実させるととも

に、地域の国際交流の活性化を図

るため、県民参加型ワークショッ

プや交流会等を開催する。 

また、留学生等の活動を支援す

るため、住環境の改善や相談機能

の強化についての具体的な検討を

行う。{No.30} 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

留学生の地域での交流活動を充実させる

ため、交流活動として遠方を避け大学周辺で

複数回の交流を行い、留学生と参加者の距離

を近づけることで密度の濃い交流に努めた。                                                                                                                             

国際交流活動として、幼稚園や小中学校の

訪問、芋ほりやリンゴ狩り等のイベントへの

参加、ディベート大会やスピーチコンテスト

の出席、ホームステイ等の活動を行った。 

また、住環境整備のため総務グループと協

力して取り組んだ結果、老朽化した宮野宿舎

から平野宿舎への移転が具体的に進んでい

る。相談機能の強化については、事前に相談

に来ることが少なく問題が発生してから連

絡を受けることが多い長期留学生に対して、

事務所に立ち寄らせるような効果的な取組

が必要だと確認して継続して検討すること

とした。 
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(7) 学生・教職員と地域住民が触れ合う

ことのできる地域交流施設の運営と活

用 

  本学の地域貢献活動を象徴する場所

として、学生・教職員と地域住民が協働

することができる地域交流施設を運営

する。{No.31} 

・地域交流スペースの設置と運用 

・全ての学科に関する活動（年間50回

以上） 

(7) 学生・教職員と地域住民が触れ合

うことのできる地域交流施設の運営と

活用 

地域交流スペース Yucca を、学

生・教職員と地域住民が触れ合う

ことのできる地域交流施設として

運営する。 

また、その実績を評価し、運営改

善に活用する。{No.31} 

 

 

 

３ 

 

 

 

地域交流スペースYuccaをイベントや講座

の開催等により、学生・教職員と地域住民が

触れ合うことのできる地域交流施設として

運営し、県外からの移住者が交流できる場と

しての「かたれる♪」の開催や桜の森アカデ

ミーの修了生の地域活動の拠点、交流の場と

しても活用された。 

利用回数は年間 184 回、利用者数は 1,805

人、学生に関する活動は 122 回であった。 

【各学科に関する主な活動事例】 

 国際文化：おいでませ山口ＮＡＶＩ 

 文化創造：寺内正毅のまちあるきツアー 

 社会福祉：family 

 看  護：3peace 

 栄  養：畑部        

 大 学 院：中国語講座 

 

 

 

 

 

(8) 県の政策実現及び市町その他団体

の課題解決への貢献 

  県の政策実現や市町その他団体との

課題解決に寄与するために、県や市町

等と共同で本学独自の教育研究資源

を活用した事業を実施する。{No.32} 

・新規事業の立ち上げ（3件） 

・県との協議機関の設置及び県の政策

に本学の教育研究資源を活用する仕

組み作り 

 

(8) 県の政策実現及び市町その他団

体の課題解決への貢献 

県政課題や研究シーズの共有を

図るため、県との情報交換会を開

催する。 

  また、県政課題解決に向けた研

究体制の整備を進めるとともに、

シーズ醸成のための研究活動を実

施する。{No.32} 

 

 

４ 

 

県政課題や研究シーズの共有を図るため

行った県との情報交換会において、協議した

うちの1課題を令和2年度の受託事業として

実施することが決定した。 

また、直接相談を受けた医務保険課からの

案件も令和 2年度に着手することとなった。 

包括連携協定を結ぶ防府市と共同研究を 3

件実施し、令和 2年度は 2件の予算化が内定

した。その他大学リーグやまぐちの委託事業

により、2 件の地元企業の課題解決に向けた

研究を開始することとなった。 

同窓会や実習施設等本学と関係の深いス

テークホルダーを招いて大地共創コンソー

シアム準備会議を開催し、新たなシーズ発見

の場となることが期待されるコンソーシア

ムの発足に向けて意見交換を行った。 

 

 

年度計画を十分達成 
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 大項目  第２ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 
 

 中項目    

 

中 

期 

目 

標 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 
大学運営の一層の効率化を図るため、理事長及び学長を中心とした組織体制の下、ガバナンスの強化を推進する。 
ガバナンスの強化に当たっては、組織体制の見直しや事務等の合理化、財政的基盤の強化など取組のほか、教職員研修

の取組を更に充実させることより、教職員の職能開発を推進し、ひいては大学組織全体の業務遂行能力の底上げを図る。 
また、大学情報の発信については、魅力ある大学づくりを進める上で重要なことから、時代の変化に合わせ、新たな情 

  報媒体も活用した戦略性の高い取組となるように努める。 

 

中期計画 令和元年度の年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 長所及び問題点等 

第２ 業務運営の改善及び効率化に関

する目標を達成するためとるべき措置 

 １ 事務等の合理化の継続的推進 

 (1) 機能的な組織編制の確立 

現在の事務局等について、検討す

べき運営上の課題等に対応するため

に、組織のあり方を見直し、機能的な

組織編制を確立するとともに、業務運

営の効率化につなげる。{No.33} 

・事務局等の組織再編の実施、検証 

第２ 業務運営の改善及び効率化に関

する目標を達成するためとるべき措置 

１ 事務等の合理化の継続的推進 

(1) 機能的な組織編制の確立 

機能的な組織編制を実現するた

め、策定した方針に基づいて組織の

見直しを進め、必要な措置を講ず

る。{No.33} 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 昨年度策定した方針について、学内説明会

や審議機関への報告を行った。説明会後、教

職員からの意見を取り入れながら、局長PTに

おいて、各事務部局での具体的な事務分掌、

人員の配置などについて検討を進め、組織改

編の詳細案を作成した。12 月の全学説明会実

施、教職員からの意見を取り入れながら、詳

細案の修正を行った。 

 また、規程等改正については、総務 Gにお

いて、規程改正作業のスケジュールや分担者

を決定した後、各所属において規程改正作業

を行い、審議機関への付議・承認を経て組織

改編を実施した。 

 

(2) 機能的な合議体制（各種委員会、

会議）の確立 

現在の各種委員会等について、検討

すべき課題に対応するために、各種

委員会等のあり方を見直し、統廃合を

(2)  機能的な合議体制（各種委員会、

会議）の確立 

機能的な合議体制を実現するた

め、策定した方針に基づいて各種

委員会等の見直しを進め、必要な

 

 

３ 

 

 

 昨年度策定した方針について、学内説明会

や審議機関への報告を行った。説明会後、教

職員からの意見を取り入れながら、局長PTに

おいて、協議体の位置づけや役割などについ
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含めて再編整備を実施し、より効率

的・効果的、機能的な合議体制を確

立する。{No.34} 

・各種委員会の見直し（統廃合等含

む）の実施、検証 

措置を講ずる。{No.34} て検討を進め、組織改編の詳細案を作成し

た。12 月の全学説明会実施、教職員からの意

見を取り入れながら、詳細案の修正を行っ

た。 

 また、規程等改正については、総務 Gにお

いて、規程改正作業のスケジュールや分担者

を決定した後、各所属において規程改正作業

を行い、審議機関への付議・承認を経て組織

改編を実施した。 

 

(3) 業務監査体制の整備 

業務改善を推進するために、新たに

組織的な体制を整備し、業務に関する

定期的な監査の実施や改善を行う。 

同窓会とは定期的な情報交換等によ

り連携を深め、その提言等を業務運営

の改善や効率化につなげる。{No.35} 

・業務改善を推進する監査体制の整 

備 

・業務監査の実施、検証 

・同窓会との情報交換会（年２回） 

(3) 業務監査体制の整備 
業務監査に関する方針に基づき、 

監査実施に係る具体的な方策をま

とめる。 

また、同窓会とは定期的な情報交

換等により連携を深め、業務運営の

改善等につなげるよう取組を進め

る。{No.35} 

 

３ 

 

 局長 PT において取りまとめられた組織改

編の詳細案により、内部監査を一元的に所掌

する内部監査委員会を設置することとなっ

た。これを受けて、業務監査を含む学内監査

全体を規定する内部監査規程案を策定し、企

画 G内で協議を行い、関係部署と意見調整を

行った。 

 内部監査規程を審議機関へ付議し、承認を

経て、令和 2年 4月 1日から施行することと

した。 

 同窓会とは 5月、11 月に情報交換会を実施

したほか、県内各地や都市圏で開催される同

窓会支部の行事にも積極的に参加して、中期

計画の概要や大学の活動に関する情報提供

を行い、大学の活動・業務運営に対する協力

を呼びかけるなどして連携を深めた。 
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２ 人事評価制度等による職能開発の推

進 

(1) 人事評価制度を活用した人材の育

成、組織の強化 

計画的な人材の育成、適材適所の

登用のほか、教育、研究、地域貢献等

に係る継続的な組織業績の達成とな

るよう、人事評価制度を活用する。

{No.36} 

・人事評価制度の活用状況 

２ 人事評価制度等による職能開発の

推進 

 (1) 人事評価制度を活用した人材の

育成、組織の強化 

計画的な人材の育成、適材適所

の登用及び継続的な組織業績の達

成に資するため、ＰＤＣＡサイク

ルを活用した人事評価を実施す

る。{No.36} 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

管理職教員及び事務職員を対象とする人

事評価制度に続いて、一般教員の人事評価制

度を計画的に実施した。 

また、目標達成度評価や能力評価等を通じ

て各人、各所属の課題を把握し、次年度の目

標に盛り込むＰＤＣＡサイクルを当該評価

制度に取り入れることにより、教職員の能力

開発、教育研究の活性化を図った。 

 

(2) 教職員研修の計画的推進 

大学の教育研究の質の向上や業務

運営の改善となるよう、教職員研修を体

系的・計画的に実施し、教職員がその

職責を全うする上で必要となる能力、資

質を向上させる。{No.37} 

・教職員研修の体系的・計画的実施 

(2) 教職員研修の計画的推進 

教職員研修に関し、その目的や種

類、内容、手続き等を体系的に示し

た統一的な研修実施方針に基づく

年間研修計画の策定、実行、評価の

取組を推進する。{No.37} 

 

３ 

 

平成 31 年度教職員研修方針及び計画を定

め、滞在研修、FD/SD、公大協実施研修、県ひ

とづくり財団実施研修を体系的、計画的に実

施した。 

また、令和元年度に新たに民間業者に委託

し、学内において教員研修・職員研修を実施

し、より多くの教職員に研修の機会を提供し

た。 

当該研修の受講を通じて、大学の教育研究

の質の向上や業務運営の改善、教職員がその

職責を全うする上で必要となる能力、資質の

向上を図った。 

【事務職員】 

公立大学協会実施研修 6 回 9名 

県職員研修（ひとづくり財団）派遣 11 回

13 名 

マネジメント層職員向け研修 13 名 

【教員及び事務職員】 

全学 FD/SD 研修 1回 122 名 

選択型 FD/SD 研修 6回 162 名 

【教員】 

国内滞在研修 3名 

ハラスメント防止研修 91 名（希望する職

員含む） 
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３ 働きやすい職場環境の整備 

職員が仕事と家庭生活を両立させる

ことができ、働きやすい環境をつくること

によって、その能力を十分に発揮できる

よう職場環境を整備する。{No.38} 

・働きやすい職場環境の整備 

３ 働きやすい職場環境の整備 

働き方改革関連法の施行に伴い、

教職員の働き過ぎを防ぎながら、健

康を守り、「ワーク・ライフ・バラン

ス」が実現できるよう、教職員に対

して、年次有給休暇、育児休業及び

介護休業等の取得や、時間外勤務の

縮減等の周知徹底を図るとともに、

「一般事業主行動計画」を更新す

る。 

また、「魅力ある職場づくり」に向

けて、管理職員研修会を開催し、人

材確保・定着を図る。{No.38} 

 

３ 

 

年次有給休暇の取得や時間外勤務等の削

減に関する案内のほか、育児・介護に関する

ハンドブックや関係様式等を学内ホームペ

ージに掲載し、周知を図った。 

また、「やまぐちイクメン応援企業」「やま

ぐち結婚応援企業」の登録や、「やまぐち男女

共同参画推進事業者」の認証を通じ、子育て

応援や結婚応援等に係る機運醸成を図った。 

「次世代育成支援対策推進法」及び「女性

活躍推進法」に基づく一般事業主行動計画を

策定した。 

4 月に管理職員等研修会を開催し、年次有

給休暇や各種休暇制度、育児及び介護に係る

支援制度、休日勤務の削減等について説明す

るとともに、所属長に対して詳細に制度説明

を行い、各種支援制度を取得しやすい環境作

りに努めた。 

 

 

４ 大学の情報発信の仕組み構築 

大学の魅力を高めるための情報発信

のほか、知りたい情報等をわかりやすく

情報提供、また、適宜適切に広報する

ため、情報発信の仕組みを構築する。 

{No.39} 

・情報発信の仕組みの構築 

・プレスリリース数 

４ 大学の情報発信の仕組み構築 
整備したマニュアル等を運用し、

各部局へ情報発信の仕組みを周知

するとともに、積極的な情報発信を  

促す。 

また、報道関係者向けメールマガ

ジンの配信を行い、充実した内容の

情報提供を行う。{No.39} 

 

 

３ 

 

学内からの積極的な情報発信を促すため

に、平成 30年度に作成した「パブリシティの

手引き」及び「情報提供フォーム」の活用方

法について管理職員等研修会において説明

を行うとともに、全学メールでも利用方法の

周知を行い、各学部からの積極的な情報提供

を呼び掛けた。 

より多くの報道関係者に本学の情報を提

供するために、新たにメールマガジンの配信

を開始し、イベントや教育研究活動について

計 18 回配信した。 

令和元年度は 50 件のプレスリリースを発

表し、本学の情報を報道関係者に向けて提供

した。 

また、情報を効果的に発信することを目的

に従来の記者配布資料の様式を見直し、要点

等を分かりやすくした。 
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大項目  第３ 財務内容の改善に関する事項 

 中項目   

 

中 

期 

目 

標 

第４ 財務内容の改善に関する目標 
大学の財政的基盤については、産学連携による研究費の確保や寄附講座など、自主財源の拡大も含め、その充実に向け

た取組を推進する。 
また、経費の支出については、不断の努力により抑制を図るとともに、資産の効率的な活用に努める。 

 

中期計画 令和元年度の年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 長所及び問題点等 

第３ 財務内容の改善に関する目標を達

成するためとるべき措置 

１ 自主財源の確保 

自主財源を確保するために、外部か

らの研究費等の確保や寄附金獲得増

のほか、各種制度の見直しや新たな対

策の構築等を行う。{No.40} 

・自主財源確保策 

・収入額（運営費交付金を除く）の維持 

・自主財源確保策の検証・改善 

第３ 財務内容の改善に関する目標を

達成するためとるべき措置 

１ 自主財源の確保 

自主財源を確保するため、寄附金

獲得に結び付く取組を活発化させ

るほか、引き続き新たな対策に向け

て情報収集・検討等を行う。{No.40} 

 

 

 

３ 

 

 

 

自主財源を確保するため、寄附案内チラシ

の同窓会総会での配布及び授業料納付依頼

への同封を行うとともに、卒業生の就職実績

のある施設等への訪問を行い、新たな寄付受

入につながった。 

また、プロジェクト経費を企業が負担する

PBL を立ち上げ、6 社からの寄付金受入につ

ながった。 

新たな対策に向けての情報収集として、省

庁の概算要求から関連する補助事業をピッ

クアップして学内で情報共有を図った。 
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２ 経費の抑制 

 (1) 人件費の抑制 

人件費を抑制するために、カリキュ

ラムの見直しや業務の見直し等を行

い、非常勤講師等を削減する。{No.41} 

・人件費の削減状況 

・人件費比率（70％以下） 

２ 経費の抑制 

 (1) 人件費の抑制 

定員管理計画に基づいた教職

員の配置を行うとともに、カリキ

ュラムの見直しや組織の見直し

を踏まえ、引き続き人件費を抑制

するための対策を講じる。{No.41} 

 

 

３ 

 

 

定員管理計画に基づく教職員の配置を行

った。 

人件費については、第 3期の中期財政計画

において、各年度での目標額を設定すること

で人件費の抑制に取り組んでおり、平成31年

度においては、目標額 1,458 百万円に対して

実績額は 1,358 百万円であった。 

また、翌年度に向けては、令和 2年度臨時・

非常勤職員採用計画を立案した。 

 

 

(2) 適切な予算編成及び予算執行の合

理化の推進 

管理的経費の適切な予算編成及び

予算執行の合理化を推進するため

に、予算執行状況の分析や検証を行

い、実績額を抑える。{No.42} 

・予算編成における管理的経費の抑

制実績 

・予算執行における管理的経費の抑

制状況 

(2) 適切な予算編成及び予算執行の

合理化の推進 

平成 30 年度決算の分析及び平成 

31 年度予算の執行状況を踏まえな

がら、管理的経費の抑制が図れるよ

う次年度予算編成を行う。 

また、一括購入・一括契約を行う

物品等については、予算を集約して

一括執行を行うなど、予算執行の合

理化方策を実践する。{No.42} 

 

 

３ 

 

 

 

 

平成 30 年度で初めて年度を通して学部共

通棟・栄養棟を使用したことで、現キャンパ

スを維持するための管理的経費の把握が可

能となり、令和 2年度予算については、実績

ベースでの予算編成を行った。 

管理的経費の合理化を推進していくため

に、通信業者を 1社に集約し電話料の削減に

取り組むとともに、コストが割高な印刷機の

使用を終了しコピー機への移行を進めた。 

また、通信運搬経費の削減について、2 社

と契約を締結し、運搬物に応じて安価な方を

選択できる体制を整えた。 
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 大項目  第４ 自己点検、評価及び当該状況に係る情報の提供に関する事項 

 中項目  

 

中 

期 

目 

標 

第５ 自己点検、評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 

 これまで取り組んきた自己点検や外部評価などの結果や学外者の意見が業務運営に適切反映されているか、改めて検証し、

その結果を基に必要に応じた改善を図るとともに、情報公開の一層の徹底を図る。 

 

 

中期計画 令和元年度の年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 長所及び問題点等 

第４ 自己点検、評価及び当該状況に係

る情報の提供に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

教育研究等の質の向上に資するた

めに、自己評価や認証評価等の外部

評価に対応し、学内にフィードバックす

ることにより、改善につながる仕組みを

確立する。{No.43} 

・大項目別評価（5 項目）の b 評価以上

（100％） 

・認証評価に関する仕組み構築 

第４ 自己点検、評価及び当該状況に

係る情報の提供に関する目標を達成す

るためとるべき措置 

自己評価については、外部評価 

を実施するとともに、その結果を 

公表し、学内にフィードバックす 

る。 

また、認証評価結果を踏まえた 

改善に取り組むとともに、次期認

証評価に向けた情報収集を行い、

改善につながる仕組みを検討す

る。{No.43} 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

自己評価については、公立大学法人評価委

員会の評価を受け、その結果を大学ウェブサ

イトに掲載し外部へ公表するとともに、学外

者を含む審議会等において学内に向けて報

告し、全学での課題の共有を図った。 

認証評価の際に指摘された２件の努力課

題については対応が完了したため、改善報告

書を点検評価委員会で取りまとめ、審議機関

へ付議した後、報告書を大学基準協会へ提出

した。 

次期認証評価については、評価センターで

の評価項目や基準について情報を共有する

とともに、自己点検の新たな実施方法・項目

などについて検討を行った。 
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 大項目  第５ その他業務運営に関する重要事項 

 中項目    １ 施設設備の整備、活用等 

 

中 

期 

目 

標 

第６ その他業務運営に関する重要目標 

１ 施設設備の整備、活用等に関する目標 

県の施設整備計画を踏まえ 、着実にキャンパスの移転を進めるとともに、引き続き、既存施設設備の適切な維持管理

とその有効活用なども図りながら、良好な教育研究環境の確保に努める。 

 

中期計画 令和元年度の年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 長所及び問題点等 

第５ その他の業務運営に関する重要目

標を達成するためとるべき措置 

 １ 施設設備の整備、活用等 

（1） 施設設備の整備、活用 

県の「山口県立大学第二期施設整

備計画」が着実に推進されるよう、法

人として必要な取組を進めるとともに、

既存の施設設備については、適切な

維持管理を行う。 

また、施設の貸出等による効率的・

効果的な活用を進める。{No.44} 

・キャンパス移転の実施 

・施設の貸出等による活用実績 

第５ その他の業務運営に関する重要

目標を達成するためとるべき措置 

 １ 施設設備の整備、活用等に関する

目標を達成するためとるべき措置 

（1） 施設設備の整備、活用 

「山口県立大学第二期施設整備

計画」に従い、３号館及び厚生棟の

竣工に向け、県との連携・協働によ

る取組を推進するとともに、学内

の連絡・調整等を図る。 

また、既存施設の適切な維持管

理及び施設の貸出等の有効活用を

図る。{No.44} 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 3号館の整備について、月1回の定例会議を

開催して、県と連携・協働を図るとともに、

学内への連絡・調整を行うことにより工事が

円滑に進み、予定通り2020年3月23日に竣工

した。 

 厚生棟については、令和2年度の工事開始

に向けて、県と学内関係者で3回協議した。 

 また、既存施設の適切な維持管理のため、

D館の空調設備や5号館ガラス補修、学生寮の

風呂等の改修工事を行った。 

 施設の有効活用を図るため、貸付要領に基

づき、施設の貸出を適切に行った。 

【貸出実績】1,400千円/70件 
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（2） 教育研究及び大学運営にかかる情

報管理体制の整備 

教育研究や大学運営の情報にかか

る資産管理などをするために、情報管

理体制を整備するほか情報基盤整備

の計画を策定する。{No.45} 

・情報管理体制の整備 

・情報基盤整備計画の策定 

（2） 教育研究及び大学運営にかかる

情報管理体制の整備 

北キャンパス、南キャンパスのネ 

ットワークの環境整備及び維持管

理に努めるとともに、今後供用開始

する北キャンパス 3 号館のネット

ワーク機器類の構成の確認等を行

う。 

また、FD 等を通じて情報管理の

ための行動規範の普及に努め、引

き続き適切なネットワーク利用を

推進する。 

さらに、情報基盤及び情報管理 

体制の整備を進めていくため、本

学の情報基盤システムに係る業務

分析を行うとともに、関係部署と

協議して、引き続き本学の情報化

推進方針について検討する。{No.4

5} 

 

 

３ 

 

 

北キャンパス、南キャンパスのネットワー

ク環境整備と維持管理に努めるとともに、供

用開始する北キャンパス新棟のネットワー

ク機器類の構成等について、保守業者との協

議を随時行った。 

情報管理のための行動規範の普及に向け

て、全学 FDとして「情報管理のための行動規

範について」を実施したほか、県警と連携し

て「サイバーセキュリティ」研修会を開催し

た。 

本学の情報基盤システムに係る業務分析

を行い、サーバーの OS の種類やバージョン

等を把握し一覧表を作成した。 

また、学内で協議を行い、「情報化推進の方

針と整備計画（グランドデザイン）」案を作成

した。 

 

 

 

 

（3） 図書館の利用環境及び図書管理

体制の整備 

    学生の学修効果と教員の教育研究

効果を高めることや学習、研究、収蔵

の３つの機能を高めるために、図書

館利用環境や図書管理体制を整備

する。{No.46} 

・図書館利用環境の整備 

・図書管理体制の整備 

・図書館の利用者数、貸出件数 

 （3） 図書館の利用環境及び図書管

理体制の整備 

図書館における学習、研究、収 

蔵の３つの機能を高めるため、図 

書館利用ガイダンス等を積極的に 

実施するほか、利用実績や利用者 

を対象としたニーズ調査を行って 

利用環境の改善に努め、図書館の 

利用促進を図る。 

また、図書購入方針に基づいて 

効果的な図書購入・整備を進める。 

新キャンパス図書館への移転に 

ついては、図書及び所蔵資料の排 

架方法等を含む移転に係る作業の 

実施計画の作成や新図書館の運営 

体制の検討などの準備を行うとと 

もに、移転後の現図書館、旧講堂 

 

 

３ 

 

 

図書館の利用促進を図るため、図書館利用

ガイダンスや電子書籍・データベース利用ガ

イダンス等を実施するとともに、図書館利用

者を対象としたアンケートの実施や図書館

の学生スタッフとのミーティングの開催等

により、業務や利用環境の改善に努めた。 

また、図書館資料全般の収集について検討

を行い「山口県立大学図書館資料収集方針」

を策定した。 

新キャンパス図書館への移転について、学

術情報委員会を通じて検討を行うとともに、

移転時期・作業方法・備品類・運営体制等に

ついて関係部署と協議を行って、移転計画案

を策定した。 

新図書館のラーニングコモンズやグルー

プ学習室の活用等図書館運営の仕組みづく
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（書庫）及び図書室の利活用につ 

いても検討を行う。 

さらには、新図書館のラーニン 

グコモンズやグループ学習室の活 

用、研修室で行う各種サービスや 

案内、ICTを活用した資料活用の在 

り方について検討を行い、仕組み 

づくりを行う。{No.46} 

りを行うとともに、他大学図書館の運営体制

等を知るために公立大学協会中国四国地区

図書館協議会研修会に参加し、各大学図書館

の状況について聞き取り調査を行った。 

【入館者数】24,599 人 

【貸出件数】14,460 冊 
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 大項目  第５ その他業務運営に関する重要事項 
 

 中項目    ２ 安全衛生管理 

 

中 

期 

目 

標 

２ 安全衛生管理に関する目標 

教育研究活動の円滑な実施に資するため、引き続き、教職員、学生の安全と健康の確保に関する取組を総合的かつ計画

的に行い、その水準の向上を図る。 

 

中期計画 令和元年度の年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 長所及び問題点等 

２ 安全衛生管理 

教職員・学生の安全衛生管理を総合

的かつ効果的に実施するために、衛生

委員会を中心に、安全衛生実行計画の

策定、実施、評価を行う。{No.47} 

・安全衛生実行計画による実施、評価 

２ 安全衛生管理 

年間安全衛生実行計画に基づき、

衛生委員会のもとで、教職員・学生の

安全衛生を確保するための諸活動を

総合的に実施する。 

また、当該諸活動の実績を評価し、

その結果に基づき所要の措置を講ず

る。{No.47} 

 

３ 

 

 

年間の安全衛生計画に基づき、衛生委員会

のもとで、講習、巡視、健康診断、ストレス

チェックなどの教職員等の安全衛生を確保

するための諸活動を実施するとともに、貯水

槽水質検査や空気環境測定等の定期検査を

行った。 

また当年度の実績評価を行うとともに、次

年度の年間安全衛生実行計画を策定した。 

新型コロナウイルス感染症対策の一環と

して、各棟出入口への消毒液の設置、手洗い・

マスク・咳エチケット・喚起等の周知を実施

した。 
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 大項目  第５ その他業務運営に関する重要事項  

 中項目    ３ 法令遵守及び危機管理 

 

中 

期 

目 

標 

３ 法令遵守及び危機管理に関する目標 

法令遵守及び危機管理に資する内部統制の更なる充実・強化に取り組み、その成果を業務運営に反映させる。 

 

中期計画 令和元年度の年度計画 評定 年度計画の達成状況等の具体的説明 長所及び問題点等 

３ 法令遵守及び危機管理 

法令遵守や危機管理に関する内部

統制の有効性を高めるために、法令遵

守等に関する方針や重要法令の周知、

各種監査や危機対策の取組を一元

的、計画的に行い、その結果を業務運

営に反映させる。{No.48} 

・法令遵守、危機管理の実施、評価 

３ 法令遵守及び危機管理 

法令遵守の実施体制に基づき、重

要法令等の遵守に関する周知を行

うとともに、法令遵守状況の監査を

実施する。 

また、危機管理マニュアルに基づ

く危機対応訓練・評価、その他訓練

を実施する。{No.48} 

 

３ 

 

法令遵守については、全学 FD において、重

要法令等の遵守や危機管理に関して教職員

に周知を図った。 

また、監査は国際文化学研究科、健康福祉

学研究科、別科助産専攻、総務管理部人事 G、

経営企画部を対象に実施し、概ね適正な取組

が行われていた。 

危機管理マニュアルに基づく危機対応訓

練として、豪雨災害が発生したことを想定し

た全学生の安否確認のための訓練や、新 3号

館竣工に伴う安全設備の使用方法や維持管

理方法について実地説明会等を実施した。 
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 大項目  第６ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 
 

 中項目    １ 予算 

 

中期計画 令和元年度の年度計画及びその実績 特記事項 

             （単位 百万円） 

区分 金額 

収入  

 運営費交付金 6,221 

 施設費 407 

 授業料等収入 4,922 

受託研究等収入 55 

その他収入 568 

   計 12,173 

 

区分 金額 

支出  

 教育研究費 2,161 

 受託研究等経費 55 

 人件費 8,308 

一般管理費 1,649 

   計  12,173 

 

【人件費の見積り】 
中期目標期間中総額8,308百万円を支出する（退職手

当は除く）。 
上記金額は、平成29年度の人件費見積額を基礎とし

て、定員管理計画等に基づく教職員数を踏まえ、役員の

報酬及び教職員の給料・諸手当並びに法定福利費に相当

する費用を試算したものである。 
退職手当は、「公立大学法人山口県立大学職員退職手

当規則」の規定に基づき支給し、当該年度において「職

員の退職手当に関する条例（昭和 29 年山口県条例第５

号)」に準じて算定された相当額が運営費交付金として

財源措置される 

（単位 百万円） 

区分 計画 実績 増減 

収入    

 運営費交付金 1,047 1,103 56 

 施設費 106 106 0 

 授業料等収入 809 806 △3 

受託研究等収入 22 39 17 

その他収入 69 84 15 

   計 2,053 2,139 86 

 

 区分 計画 実績 増減 

支出    

 教育研究費 342 317 △25 

 受託研究等経費 34 39 5 

 人件費 1,406 1,358 △48 

一般管理費 272 158 △114 

   計 2,053 1,873 △180 

 
 【人件費の見積り】 

  総額 1,406百万円を支出する。 

退職手当は、公立大学法人山口県立大学職員退

職手当規則の規定に基づき支給し、当該年度にお

いて職員の退職手当に関する条例（昭和29年山口

県条例第５号）に準じて算定された相当額が運営

費交付金として財源措置される。 

退職給付（人件費の内数） 

計画 13 百万円 

実績 23 百万円 
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 大項目  第６ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

 

 中項目    ２ 収支計画 

 

中期計画 令和元年度の年度計画及びその実績 特記事項 

             （単位 百万円） 

区分 金額 

費用の部 11,909 

 経常経費 11,607 

  業務費 10,458 

   教育研究費 2,095 

受託研究費等 55 

   人件費 8,308 

  一般管理費 1,149 

財務費用 0 

 雑損 0 

 減価償却費 302 

 臨時損失 0 

収入の部 11,909 

 経常収益 11,759 

  運営費交付金 6,221 

  授業料等収益 4,763 

  受託研究費等収益 55 

  その他収益 418 

  財務収益 0 

  雑益 0 
  資産見返運営費交付 

金等戻入等 
290 

  資産見返物品受贈額 
戻入 

12 

臨時利益 0 

当期純益 △150 
積立金取崩益 150 

当期総利益  0 
 

                       （単位 百万円） 

区分 計画 実績 増減 

費用の部 1,967 1,907 △60 

 経常経費 1,935 1,873 △62 

  業務費 1,770 1,718 △52 

   教育研究費 355 322 △33 

受託研究費等 9 27 18 

   人件費 1,406 1,369 △37 

  一般管理費 165 155 △10 

財務費用 0 0 0 

 雑損 0 0 0 

 減価償却費 32 33 1 

 臨時損失 0 0 0 

収入の部 1,967 2,043 76 

 経常収益 1,931 2,043 112 

  運営費交付金 1,047 1,103 56 

  授業料等収益 796 827 31 

  受託研究費等収益 9 38 29 

  その他収益 47 30 △17 

  財務収益 0 0 0 

  雑益 0 20 20 
  資産見返運営費交付 

金等戻入 
30 22 △8 

  資産見返物品受贈額 
戻入 

2 2 0 

臨時利益 0 0 0 

当期純益 △36 137 173 
積立金取崩益 36 26 △10 

当期総利益  0 162  162 
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  大項目  第６ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画  

 中項目    ３ 資金計画 

 

中期計画 令和元年度の年度計画及びその実績 特記事項 

             （単位 百万円） 

区分 金額 

資金支出 12,182 

 業務活動による支出 11,439 

 投資活動による支出 734 

 財務活動による支出 0 

 次期中期目標期間への繰越金 9 

資金収入 12,182 

 業務活動による収入 11,616 

  運営費交付金による収入 6,221 

  授業料等による収入 4,922 

  受託研究等による収入 55 

  その他の収入 418 

 投資活動による収入 407 

 財務活動による収入 0 

前中期目標期間からの繰越金 159 
 

                        （単位 百万円） 

区分 計画 実績 増減 

資金支出 2,421 2,704 283 

 業務活動による支出 1,909 1,847 △62 

 投資活動による支出 145  499 354 

 財務活動による支出 0 10 10 

 次年度への繰越金 367 348 △19 

資金収入 2,421 2,704 283 

 業務活動による収入 1,912 2,013 101 

  運営費交付金による収入 1,047 1,103  56 

  授業料等による収入 809 832 23 

  受託研究等による収入 9 35 26 

  その他の収入 47 43 △4 

 投資活動による収入 106 456 350 

 財務活動による収入 0 0 0 

前年度からの繰越金 403 235 △168 
 

 

 

 

 大項目  第７ 短期借入金の限度額  

 

中期計画 令和元年度の年度計画 左の実績 特記事項 

１ 短期借入金の限度額 

   ３億円 

２ 想定される理由 

運営費交付金の受入れ遅延及び事故等

の発生等により緊急に必要となる対策費

として借り入れることを想定する。 

１ 短期借入金の限度額 

   ３億円 

２ 想定される理由 

運営費交付金の受入遅延及び事故等の

発生等により緊急に必要となる対策費と

して借り入れることを想定する。 

 

なし 
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 大項目  第８ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画  

 

中期計画 令和元年度の年度計画 左の実績 特記事項 

 

 なし 

 

 なし 

 

 

なし 

 

 

 

 大項目  第９ 剰余金の使途  

 

中期計画 令和元年度の年度計画 左の実績 特記事項 

決算において剰余金が発生した場合は、

教育研究並びに組織運営及び施設設備の

改善に充てる。 

決算において剰余金が発生した場合は、

教育研究並びに組織運営及び施設設備の

改善に充てる。 

 平成 30 年度の当期総利益の額の全部

（102,696 千円）を設置団体の長の承認を

得て、目的積立金（教育研究・組織運営・

施設整備充当積立金）として整理した。 

 

 
 
 

 大項目  第10 法第40条第4項の承認を受けた金額の使途  

 

中期計画 令和元年度の年度計画 左の実績 特記事項 

前中期目標期間繰越積立金は、教育研究

並びに組織運営及び施設設備に係る経費

の財源に充てる。 

前中期目標期間繰越積立金は、教育研究

並びに組織運営及び施設設備に係る経費

の財源に充てる。 

前中期目標期間繰越積立金のうち

（36,049 千円）を、教育研究並びに組織運

営及び施設設備に係る経費の財源に充て

た。 
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４ その他法人の現況に関する事項 
   (1)主要な経営指標等の推移（特に注記がある場合を除き、当事業年度の前６年度及び当事業年度に係るものについて記載） 

     ア 業務関係 

      (ｱ)教育 

         ａ 学生の受入状況 

           (a)学 部 

             ⅰ 志願倍率（全選抜方法計、一般選抜（前期）、推薦選抜）（表１）                                        （倍） 

              入学年度 

  区 分 
平26 平27 平28 平29 平30 令1 令2 備 考 

全
選
抜
方
法
計 

 全学部計 4.38 4.32 3.86 4.48    4.52    4.02    4.32  1,334／309=4.32 

 
 国際文化学部 

 国際文化学科 4.68 4.42 4.50 3.92    3.42   3.73   5.29  328／62=5.29 

 文化創造学科 4.28 4.86 3.81 3.60    5.60     4.23     4.88  254／52=4.88 

 社会福祉学部  社会福祉学科 3.91 2.87 3.37 3.32    4.07     4.33     3.53  353／100=3.53 

 看護栄養学部 
 看護学科 5.13 5.56 4.85 8.78    6.40     4.84     4.89  269／55=4.89  

 栄養学科 4.18 5.40 2.83 3.45    3.38   2.33   3.25  130／40=3.25 

う
ち

一
般
選
抜(

前
期
） 

 全学部計 3.96 3.02 3.02 3.45 3.09 2.84     3.43 477／139=3.43 

 
 国際文化学部 

 国際文化学科 5.07 2.59 3.85 3.59    2.37   2.52   4.44  120／27=4.44 

 文化創造学科 4.30 3.57 3.48 3.22    4.26   3.17   5.00  115／23=5.00 

 社会福祉学部  社会福祉学科 3.80 1.98 2.80 2.33    2.72   3.35   2.22  102／46=2.22 

 看護栄養学部 
 看護学科 3.61 4.13 2.65 6.74    3.91   2.87   3.13  72／23=3.13 

 栄養学科 2.85 4.10 2.30 2.35    2.60   1.70   3.40  68／20=3.40 

う
ち
推
薦

選
抜 

 全学部計 2.63 3.02 2.18 2.37 2.69 2.37     2.24 323／144=2.24 

 
 国際文化学部 

 国際文化学科 1.41 2.37 1.86 1.62    1.79   1.28   1.48  43／29=1.48 

 文化創造学科 2.32 3.18 1.67 1.83    2.88   2.50   2.21  53／24=2.21 

 社会福祉学部  社会福祉学科 2.09 2.28 1.85 2.26    2.15   2.33   2.02  93／46=2.02 

 看護栄養学部 
 看護学科 4.04 4.00 3.19 3.26    4.22   3.67   3.33  90／27=3.33  

 栄養学科 4.17 4.28 2.72 3.22    2.94   2.11   2.44  44／18=2.44 
 
         注１：入学年度＝入学者選抜実施年度の翌年度。 
         注２：報告書提出日の属する年度の前６年度及び報告書提出日の属する年度について記載。 
         注３：志願倍率＝志願者数÷募集人員。小数点以下第3位を四捨五入。３年次編入は含まない。 
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             ⅱ 入学定員超過率（表２）                                         （倍） 
 

              入学年度 

  区 分 
平26 平27 平28 平29 平30 令1 令2 備 考 

 全学部計 1.05    1.07    1.07 1.05    1.05    1.08    1.06  326／309=1.06 

 
 国際文化学部 

 国際文化学科 1.10    1.15    1.19 1.06    1.06    1.10    1.16  72／62=1.16 

 文化創造学科 1.02    1.12    1.04 1.12    1.13    1.17    1.02  53／52=1.02 

 社会福祉学部  社会福祉学科 1.06    1.04    1.05 1.03    1.01    1.05    1.06  106／100=1.06 

 看護栄養学部 
 看護学科 1.02    1.02    1.00 1.02    1.04    1.02    1.00  55／55=1.00 

 栄養学科 1.03    1.03    1.05 1.03    1.00    1.10    1.00  40／40=1.00 
 
         注１：入学年度＝入学者選抜実施年度の翌年度。 
         注２：報告書提出日の属する年度の前６年度及び報告書提出日の属する年度について、各5月1日現在で記載。 
         注３：入学定員超過率＝入学者数÷入学定員。小数点以下第3位を四捨五入。３年次編入は含まない。 
 
 
             ⅲ 入学者に占める県内高校出身割合（表３）                                                                （％） 
 

              入学年度 

  区 分 
平26 平27 平28 平29 平30 令1 令2 備 考 

 全学部計 48.8    47.5    47.6  45.4    42.7    46.1    46.0  150／326=46.0 

 
 国際文化学部 

 国際文化学科 45.5    40.6    41.9 33.3    36.4    36.8    31.9  23／72=31.9 

 文化創造学科 45.1    42.9    38.9 37.9    30.5    41.0    47.2  25／53=47.2 

 社会福祉学部  社会福祉学科 40.6    49.0    47.6 48.5    48.5    41.9    46.2  49／106=46.2 

 看護栄養学部 
 看護学科 71.4    58.9    65.5 57.1    49.1    64.3    63.6  35／55=63.6 

 栄養学科 48.8    46.3    45.2 51.2    47.5    54.5    45.0  18／40=45.0 

 県内大学平均 30.0  27.9  30.0 27.8          29.6    27.3      -  

 全国大学平均 42.1  42.5  42.5 42.8          42.8    43.0      -  
 
         注１：入学年度＝入学者選抜実施年度の翌年度。 
         注２：報告書提出日の属する年度の前６年度及び報告書提出日の属する年度について、各5月1日現在で記載。 
         注３：県内高校出身割合＝入学者数のうち県内高校出身者の数÷入学者数×100。小数点以下第2位を四捨五入。３年次編入は含まない。 

県内大学平均及び全国大学平均は文部科学省学校基本調査結果を再編加工。 
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             ⅳ 収容定員超過率（実質）（表４）                                                                      （倍） 
 

              入学年度 

  区 分 
平26 平27 平28 平29 平30 令1 令2 備 考 

 全学部計     1.06     1.06 1.07 1.07     1.09     1.08     1.07  1,343／1,256=1.07 

 

 国際文化学部 
 国際文化学科 1.14 1.16 1.20 1.18     1.22     1.17     1.13  281／248=1.13 

 文化創造学科 1.08 1.09 1.06 1.09     1.11     1.13     1.10  229／208=1.10 

 社会福祉学部  社会福祉学科 1.05 1.05 1.06 1.05     1.04     1.04     1.05  429／410=1.05 

 看護栄養学部 
 看護学科 0.98 0.97 1.01 1.02     1.03     1.01     1.03 

 226／220=1.03 

 H26 3年次編入(10人)廃止 

   定員変更50→55 

 栄養学科 1.06 1.04 1.04  1.03     1.04     1.04     1.05  178／170=1.05 

 
         注１：報告書提出日の属する年度の前６年度及び報告書提出日の属する年度について、各5月1日現在で記載。 
         注２：収容定員超過率＝在籍学生数÷収容定員（実質）。小数点以下第3位を四捨五入。 
         注３：収容定員（実質）は、在籍学生に係る各入学年次の入学定員及び各編入学年次における編入学定員の総和。 
                        （例）学年進行中の学科（編入学定員０）の場合の収容定員＝入学定員×進行年次 
  



- 50 - 

         
           (b)研究科 
             ⅰ 志願倍率（表５）                                                                                       （倍） 
 

              入学年度 

  区 分 
平26 平27 平28 平29 平30 令1 令2 備 考 

 全研究科計 1.13    0.83    1.09 0.96    0.65    1.04    0.70  16／23=0.70 

 
 国際文化学研究科 

 国際文化学専攻 

 （修士課程） 
0.90    0.80    1.00 0.80    0.30    0.70    0.40  4／10=0.40 

 健康福祉学研究科 

 健康福祉学専攻 

 （博士前期課程） 
1.40    0.80    1.10 1.00    0.90    1.20    0.90  9／10=0.90 

 健康福祉学専攻 

 （博士後期課程） 
1.00    1.00   1.33 1.33    1.00    1.67    1.00  3／3=1.00 

 
         注１：入学年度＝入学者選抜実施年度の翌年度。 
         注２：報告書提出日の属する年度の前６年度及び報告書提出日の属する年度について、各5月1日現在で記載。 
         注３：志願倍率＝志願者数÷募集人員。小数点以下第3位を四捨五入。 
 
             ⅱ 入学定員超過率（表６）                                                                             （倍） 
 

              入学年度 

  区 分 
平26 平27 平28 平29 平30 令1 令2 備 考 

 全研究科計 0.83    0.78    0.74 0.83    0.61    0.70    0.61  14／23=0.61 

 
 国際文化学研究科 

 国際文化学専攻 

 （修士課程） 
0.60    0.80    0.70 0.70    0.30    0.60    0.30  3／10=0.30 

 健康福祉学研究科 

 健康福祉学専攻 

 （博士前期課程） 
1.00   0.80    0.70 0.90    0.80    0.60    0.80  8／10=0.80 

 健康福祉学専攻 

 （博士後期課程） 
1.00   0.67    1.00 1.00    1.00    1.33    1.00  3／3=1.00 

 
         注１：入学年度＝入学者選抜実施年度の翌年度。 
         注２：報告書提出日の属する年度の前６年度及び報告書提出日の属する年度について、各5月1日現在で記載。 
         注３：入学定員超過率＝入学者数÷入学定員。小数点以下第3位を四捨五入。 
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             ⅲ 収容定員超過率（実質）（表７）                                                                    （倍） 
 

              入学年度 

  区 分 
平26 平27 平28 平29 平30 令1 令2 備 考 

 全研究科計 1.06    1.02    1.02 0.98    0.92    0.84    0.88  43／49=0.88 

 
 国際文化学研究科 

 国際文化学専攻 

 （修士課程） 
0.85    0.90    1.00 0.85    0.60    0.60    0.50  10／20=0.50 

 健康福祉学研究科 

 健康福祉学専攻 

 （博士前期課程） 
1.20    0.95    0.85 0.90    1.05    0.85    0.95  19／20=0.95 

 健康福祉学専攻 

 （博士後期課程） 
1.22 1.44 1.44 1.44    1.33    1.33    1.56  14／9=1.56 

 
         注１：入学年度＝入学者選抜実施年度の翌年度。 

注２：報告書提出日の属する年度の前６年度及び報告書提出日の属する年度について、各5月1日現在で記載。 
         注３：収容定員超過率＝在籍学生数÷収容定員（実質）。小数点以下第3位を四捨五入。 
         注４：収容定員（実質）は、在籍学生（所定の修業年限を超えて在学している者を除く。）に係る各入学年次の入学定員及び各編入学 

年次における編入学定員の総和。（例）学年進行中の学科（編入学定員０）の場合の収容定員＝入学定員×進行年次 
 
           (c)別科助産専攻 
             ⅰ 志願倍率、入学定員超過率（表８）                                                           （倍） 
 

              入学年度 

  区 分 
平26 平27 平28 平29 平30 令1 令2 備 考 

志願倍率 3.70 2.42 4.67 4.75    3.92    4.50    3.08  37／12=3.08 

入学定員超過率 1.00 1.08 1.00 1.00    1.00    1.00    1.00  12／12=1.00 

 
         注１：入学年度＝入学者選抜実施年度の翌年度。 
         注２：報告書提出日の属する年度の前６年度及び報告書提出日の属する年度について、各5月1日現在で記載。 
         注３：志願倍率＝志願者数÷募集人員。小数点以下第3位を四捨五入。 
         注４：入学定員超過率＝入学者数÷入学定員。小数点以下第3位を四捨五入。 
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           ｂ 資格免許の取得状況 
            (a)学部 
              ⅰ 国家資格試験合格率等（表９）                                                                         （％） 
 

        国家資格試験受験年度 
 
 国家資格試験の名称 

平25 平26 平27 平28 平29 平30 令1 
 

 備 考 

 社会福祉士国家試験 
県立大学 59.4 55.0 48.5 54.5    71.6    49.5    55.1  54／98=55.1 

 
 11,612／39,629 
  =29.3(新卒55.5) 

全国平均 27.5 27.0 26.2 25.8    30.2    29.9    29.3 

 精神保健福祉士国家試験 
県立大学 81.0 92.3   77.8 82.4   100.0   100.0   94.1   16／17=94.1 

  
4,119／6,633 

  =62.1(新卒81.4) 
全国平均 58.3 61.3 61.6 62.0    62.9    62.7    62.1 

 管理栄養士国家試験 
県立大学 95.3 100.0 91.5 93.3    95.3    93.9    95.5 

 42／44=95.5 
 
9,874／15,943 
  =61.9(新卒92.4) 全国平均 48.9 55.7 44.7 54.6    60.8    60.4    61.9 

 看護師国家試験 
県立大学 100.0 100.0 100.0 95.7   100.0    94.4    100.0 

 51／51=100.0 
 
 58,513／65,568 
  =89.2(新卒94.7) 全国平均 89.8 90.0 89.4 88.5    91.0    89.3    89.2 

 保健師国家試験 
県立大学 96.8 100.0 100.0 100.0   100.0   100.0   100.0 

 12／12=100.0 
 
  7,537／8,233 
  =91.5(新卒96.3) 全国平均 86.5 99.4 89.8 90.8    81.4    81.8    91.5 

 助産師国家試験 
県立大学 100.0 100.0   

     
平24に別科設置により、平26
卒業生が学部での最後の養成 

全国平均 96.9 99.9   
   

 
                  注１：国家資格試験受験年度の翌年度の各5月1日現在。 
          注２：国家資格試験合格率＝国家資格試験の合格者数÷受験者数×100。県立大学は新卒。全国は新卒及び既卒計。 
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             ⅱ 各種免許資格取得者数（表10）                                                                          （人） 
 

卒業年度 

免許資格の区分・名称 
平25 平26 平27 平28 平29 平30 令1 備 考 

 

 

 

 

 

 教 

 育 

 職 

 員 

 免 

 許 

 高等学校教諭（一種）（国語）       7       6 13 11    13       7       8  

 高等学校教諭（一種）（家庭）        7        4 2 0        3       1       1  

 高等学校教諭（一種）（福祉）       9       9 17 14       15      12      15  

 高等学校教諭（一種）（英語）       4       7 8 9        4       7       11  

 特別支援学校教諭（一種）        7       10 14 12       13      11      14  

 栄養教諭（一種）       17       18 9 9        9      15      5  

 養護教諭（一種）       16       14 14 8        5      12      9  

 司書教諭       8       7 9 7       12       4      6  

国
家
試
験
受
験
資
格 

 社会福祉士試験      101      100 100 106      100      97      104  

 精神保健福祉士試験  21  13 9 17       16      16      17  

 管理栄養士試験       43       48 47 45       43      49      44  

 看護師試験       54       49 50 47       54      54      51  

 保健師試験       60       56 15 11       15      14      12  

 助産師試験        2        3 0 0        0       0       0  H26で学部での養成終了 
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任 

用 

資 

格 

 学芸員 23 18 17 21       12        20        16  

 図書館司書       38       30 20 25       27        26        24  

 社会福祉主事      105      105 103 108      106       108       108  

 児童指導員      105      105 103 108      106       108       108  

 食品衛生監視員       39       43 42 40       41        30        12  

 食品衛生管理者       39       43 42 40       41        30        12  

そ
の
他 

 日本語教員       38       33 28 22       18        21        20  

 栄養士免許       39       43 42 41       21        44        40  

 
                  注：各種免許資格取得者数は、各年３月の学生卒業時に免許を大学が一括申請することにより学生に交付した数（教育職員免許において

教職課程完成年度前に個人申請をしたものに係るもの等は含まない。）。 
 
 
           (b)研究科 
      ⅰ 各種免許資格取得者数（表11）                                                                             （人） 

修了年度 

免許資格の区分・名称 
平25 平26 平27 平28 平29 平30 令1 備 考 

教育職員

免    許 

 中学校教諭（専修）（家庭）      0        0  0 0 0    0    0  

 高等学校教諭（専修）（家庭）      0        0  0 0 0       0    0  
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           (c)別科助産専攻 
      ⅰ 国家資格試験合格率、各種免許資格取得者数（表12）  

（％） 

       国家資格試験受験年度 
 
 国家資格試験の名称 

平25 平26 平27 平28 平29 平30 令1 
 

 備 考 

 助産師国家試験 

県立大学  100.0  100.0 100.0 90.9   100.0   100.0   100.0 
 11／11=100.0 
 
 2,093／2,105 
  =99.4(新卒99.5) 

全国平均  96.9  99.9 99.8 93.0    98.7    99.6    99.4 

 
                  注１：国家資格試験受験年度の翌年度の各5月1日現在。 
          注２：国家資格試験合格率＝国家資格試験の合格者数÷受験者数×100。県立大学は新卒。全国は新卒及び既卒計。 
 
                                                                                                   （人） 

修了年度 

免許資格の区分・名称 
平25 平26 平27 平28 平29 平30 令1 備 考 

国家試験 
受験資格  助産師試験 10 9 13 11      12    12    11  

その他 

受胎調節実地指導員 10 9 13 11      12      12      11  

新生児蘇生法「一次」

コース（Ｂコース） 
 10 12 12      11      11      11  

 
  



- 56 - 

 
         ｃ 卒業者（修了者）の就職状況 
          (a)学部 
       ⅰ 就職決定率（表13）                                                                                  （％） 
 

              卒業年度 

  区 分  
平25 平26 平27 平28 平29 平30 令1 備 考 

 全学部計     97.0     95.9 96.9 99.3    99.3    98.4    100.0  309／309=100.0 

 

 国際文化学部 
 国際文化学科     98.1     91.2 96.2 98.3    97.8   100.0   100.0  67／67=100.0 

 文化創造学科     91.3     90.7 92.2 97.8    97.7    95.7    100.0  49／49=100.0 

 社会福祉学部  社会福祉学科    97.0    99.0 99.0 100.0   100.0    99.0    100.0  104／104=100.0 

 生活科学部 

 生活環境学科         学科廃止 

 栄養学科 100.0         募集停止 

 環境デザイン学科        学科廃止 

 看護栄養学部 
 看護学科    98.3    100.0 97.9 100.0   100.0    96.1    100.0  47／47=100.0 

 栄養学科    100.0    95.6 97.8 100.0   100.0   100.0   100.0  42／42=100.0 

 
                  注１：卒業年度の翌年度の各5月1日現在。 
          注２：就職決定率＝就職者数÷就職希望者数×100。小数点以下第2位を四捨五入。 
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             ⅱ 卒業者に占める就職者の割合（表14）                                                                     （％） 
 

              卒業年度 

  区 分 
平25 平26 平27 平28 平29 平30 令1 備 考 

 全学部計     88.9     87.9 88.0 94.0    94.0    92.5    93.6  309／330=93.6 

 

 国際文化学部 
 国際文化学科      86.4     83.9 80.6 86.6    93.6    93.0    91.8  67／73=91.8 

 文化創造学科     77.8     75.0 75.8 93.8    87.8    88.2    90.7  49／54=90.7 

 社会福祉学部  社会福祉学科     93.3     94.2 94.2 98.1    97.2    91.7    96.3  104／108=96.3 

 生活科学部 

 生活環境学科                      学科廃止 

 栄養学科 100.0            募集停止 

 環境デザイン学科         学科廃止 

 看護栄養学部 
 看護学科     91.9     91.1 92.0 91.5    94.4    90.7    92.2  47／51=92.2 

 栄養学科     90.7     89.6 95.7 97.8    93.0   100.0   95.5  42／44=95.5 

 県内大学平均（学部）     66.6    68.0 69.9 71.2          73.7       -       - 
 

 全国大学平均（学部）     69.8 72.6 74.7 76.1          77.1       -       - 
 

 
注１：卒業年度の翌年度の各5月1日現在。 
注２：就職率＝就職者数÷卒業者数×100。小数点以下第2位を四捨五入。県内大学平均及び全国大学平均は文部科学省学校基本調査結果を再編加工。
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             ⅲ 実質就職率（表15）                                                                                      （％） 
 

卒業年度 

区 分 
平25 平26 平27 平28 平29 平30 令1 備 考 

 全学部計 90.6    90.4    91.6 98.3    97.2    94.8    96.0  309／322=96.0 

 

 国際文化学部 
 国際文化学科 89.5    83.9    86.2 95.1    93.6    98.5    94.4  67／71=94.4 

 文化創造学科 79.2    79.6    81.0 97.8    93.5    90.0    92.5  49／53=92.5 

 社会福祉学部  社会福祉学科 94.2    96.0    95.1 100.0    99.0    91.7    97.2  104／107=97.2 

 生活科学部 

 生活環境学科                    学科廃止 

 栄養学科 100.0           募集停止 

 環境デザイン学科         学科廃止 

 看護栄養学部 
 看護学科 91.0 94.4 97.9 97.7    98.1    96.1    97.9  47／48=97.9 

 栄養学科 95.2    93.5    97.8 100.0   100.0   100.0    97.7  42／43=97.7 

 県内大学平均（学部） 78.5    80.5 82.0 84.1          86.2    85.7       - 
 

 全国大学平均（学部） 78.6    81.6  83.9 85.5          86.6    87.2       -  

 
注１：卒業年度の翌年度の各5月1日現在。 
注２：実質就職率＝就職者数÷（卒業者数－大学院等進学者数）×100。小数点以下第2位を四捨五入。県内大学平均及び全国大学平均は文部科学

省学校基本調査結果を再編加工。 
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             ⅳ 県内就職割合（表16）                                                                                  （％） 
 

              卒業年度 

  区 分 
平25 平26 平27 平28 平29 平30 令1 備 考 

 全学部計 47.9    43.6    48.1 41.6    42.3    49.7    40.5  125／309=40.5 

 

 国際文化学部 
 国際文化学科 49.0    26.9    30.0  39.7    43.2    50.0    26.9  18／67=26.9 

 文化創造学科 50.0    51.3    44.7 40.0    37.2    51.1    40.8  20／49=40.8 

 社会福祉学部  社会福祉学科 48.0    45.4    50.5 42.5    39.8    44.4    46.2  48／104=46.2 

 生活科学部 

 生活環境学科                        学科廃止 

 栄養学科 100.0           募集停止 

 環境デザイン学科         学科廃止 

 看護栄養学部 
 看護学科 50.9 45.1 60.9 48.8    51.0    49.0    61.7  29／47=61.7 

 栄養学科 38.5    51.2   53.3 36.4    42.5    59.2    23.8  10／42=23.8 

 
         注１：卒業年度の翌年度の各5月1日現在。 
         注２：県内就職割合＝県内就職者数÷就職者数×100。小数点以下第2位を四捨五入。 
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             ⅴ 業種別就職割合（表17）                                                                             （％） 
 

              卒業年度 

  区 分 平25 平26 平27 平28 平29 平30 令1 
 

 備 考 

   教員 5.9    5.3     8.8 6.8     6.8      8.1      9.4  29／309=9.4 

   公務員 7.3  8.1   7.7 10.8    14.6      8.1      12.6  39／309=12.6 

   農業 0.3 0.0 0.0 0.0    0.0     0.0     0.0 0／309=0.0 

   建設業 0.3    0.4    1.1 2.7     1.8      2.9      2.9  9／309＝2.9 

   製造業 4.9  5.0  4.6 3.4     7.1      8.4      5.5  17／309=5.5 

   卸売・小売業 10.1  11.0  9.5 11.5    10.0      9.1      11.7  36／309=11.7 

   金融・保険業 3.1    3.2  3.5 2.7     2.1      4.5      4.2  13／309=4.2 

   不動産業 1.4    2.1  0.3 1.0     1.4      2.6      1.0  3／309=1.0 

  マスコミ・広告・出版 0.0 1.1 2.1 1.3    0.7     2.6     3.2 10／309=3.2 

   電気・ガス・水道業 0.0   0.0     0.3 0.0     0.0      0.0      0.0  0／309=0.0 

   運輸・通信業 3.5   2.1   2.1 4.7     3.6      2.9      2.6  8／309=2.6 

   サービス業 63.2   61.7   62.1 55.1    52.0     50.6     46.9  145／309=46.9 

 

 うち福祉関係 24.3    25.9    20.7 18.9    21.0     14.3     12.0  37／309=12.0 

 うち栄養士関係 9.0   9.9  9.8 9.8     7.1      9.7      6.5  20／309=6.5 

 うち看護関係 15.6    13.5    11.9 11.1    12.8     10.7     11.7  36／309=11.7 

計 （100）    100.0    100.0    100.0 100.0    100.0   100.0    100.0  309／309=100.0 

 
                 注１：卒業年度の翌年度の各5月1日現在。 
         注２：業種別就職割合＝業種別就職者数÷就職者数計×100。小数点以下第2位を四捨五入。 
         注３：マスコミ・広告・出版は平24まではサービス業でカウント。 
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           (b)研究科 
             ⅰ 就職決定率（表18）                                                                                （％）  

                        修了年度 

  区 分 
平25 平26 平27 平28 平29 平30 令1 

 
 備 考 

 修士課程計 100.0   75.0   100.0 80.0    57.1    87.5    100.0  7／7=100.0 

 
 国際文化学研究科 

 国際文化学専攻 
 （修士課程） 

100.0   75.0  100.0 66.7    50.0   100.0   100.0  3／3=100.0 

 健康福祉学研究科 
 健康福祉学専攻 
 （博士前期課程） 

100.0   75.0   100.0 100.0    66.7    80.0    100.0  4／4=100.0 

 博士課程計 -  -   -    -   100.0       -    100.0 1／1=100.0 

  健康福祉学研究科 
 健康福祉学専攻 
 （博士後期課程） 

-   -   -    -   100.0       -    100.0 1／1=100.0 

 
         注１：修了年度の翌年度の各5月1日現在。 

         注２：就職決定率＝就職者数÷就職希望者数×100。小数点以下第2位を四捨五入。 

 
             ⅱ 修了者に占める就職者の割合（表19）                                                                    （％）  

                        修了年度 
  区 分 

平25 平26 平27 平28 平29 平30 令1 備 考 

 修士課程計 21.4    35.3    46.7 23.5    30.8    46.7    63.6 7／11=63.6 

 
 国際文化学研究科 

 国際文化学専攻 
 （修士課程） 

16.7    50.0    66.7 20.0    25.0    60.0    60.0 3／5=60.0 

 健康福祉学研究科 
 健康福祉学専攻 
（博士前期課程） 

33.3    27.3    33.3 28.6    40.0    40.0    66.7  4／6=66.7 

 博士課程計 0.0    0.0    0.0 0.0      25.0     0.0    100.0  1/1=100.0 

 
 健康福祉学研究科 

 健康福祉学専攻 
 （博士後期課程） 

0.0    0.0   0.0 0.0       25.0     0.0    100.0  1/1=100.0 

 全国大学平均（修士課程）     74.2     75.9     77.2     77.9        78.2    78.3       -  

 全国大学平均（博士課程）     65.9     67.0     67.3     67.4   67.6    68.9          -  

 
         注１：修了年度の翌年度の各5月1日現在。 
         注２：就職率＝就職者数÷修了者数×100。小数点以下第2位を四捨五入。 
         注３：全国大学平均は文部科学省学校基本調査結果を再編加工（博士課程は満期退学者を含む。）。 
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             ⅲ 県内就職割合（表20）                                                                                  （％） 
 

              修了年度 
  区 分 

平25 平26 平27 平28 平29 平30 令1  
 備 考 

 修士課程計    100.0    16.7 42.9 50.0   100.0    71.4    57.1  4／7=57.1 

 
 国際文化学研究科 

 国際文化学専攻 
 （修士課程）    100.0   33.3 50.0 50.0   100.0    66.7    33.3  1／3=33.3 

 健康福祉学研究科 
 健康福祉学専攻 
 （博士前期課程）    100.0    0.0 33.3 50.0   100.0    75.0    75.0  3／4=75.0 

 博士課程計    - -   -   -   -       -    100.0 1／1=100.0 

 
 健康福祉学研究科 

 健康福祉学専攻 
 （博士後期課程）    - -   -   - -       -    100.0  1／1=100.0 

 
         注１：卒業年度の翌年度の各5月1日現在。 
         注２：県内就職割合＝県内就職者数÷就職者数×100。小数点以下第2位を四捨五入。 
 
 
 

   (c)別科助産専攻 
             ⅰ 就職決定率、修了者に占める就職者の割合、県内就職割合（表21）                                   （％） 
  

                        修了年度 

  区 分 平25 平26 平27 平28 平29 平30 令1 備 考 

就職決定率 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   100.0   100.0  10／10=100.0 

修了者に占める就職者の割合 70.0 100.0 100.0 90.9    83.3    83.3    90.9  10／11=90.9 

県内就職割合 57.1 55.6 69.2 40.0    40.0    40.0    40.0  4／10=40.0 

 
         注１：修了年度の翌年度の各5月1日現在。 
         注２：就職決定率＝就職者数÷就職希望者数×100。小数点以下第2位を四捨五入。 
         注３：就職率＝就職者数÷修了者数×100。小数点以下第2位を四捨五入。 
         注４：県内就職割合＝県内就職者数÷就職者数×100。小数点以下第2位を四捨五入。 
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           (d)参考 
      ⅰ 求人状況（大学全体）（表22）                                                                              （人） 
 

              年 度 
  区 分 平25 平26 平27 平28 平29 平30 令1 備 考 

 
 
 
 
 
 
 求 
 
 人 
 
 企 
 
 業 
 
 業 
 
 数 

 農・林業 0 2 29 21 13  3  5  
 

 教育       98 78 84 90     124     107     278 
 

 建設業       29 69 73 45      27      65      51 
 

 製造業      243      361 202 178      68     123     168 
 

 卸売・小売業      446      661 587 494     293     374     313 
 

 金融・保険業       67       85 71 71      31     149      34 
 

 不動産業       47       65 97 64      28      24      20 
 

 マスコミ      105      120 68 47      21      46      24 
 

 電気・ガス・水道業        6        8 2 4      6       6       6 
 

 運輸・通信業       47       71 82 65      44      47      37 
 

 サービス業    2,353 2,700 2,411 2,023   1,573   1,786   1,606 
 

  うち病院、福祉関係    2,003 2,266 2,059 1,727   1,373   1,544   1,336 

 求人企業数計（社）    3,441 4,220 3,706 3,102   2,228   2,730   2,542 
 

  うち県内企業の数      540 777 775 478     509     435     391 

 求人数（人）   33,975 43,360 51,615 46,210  24,682  36,341  27,733 
 

  うち県内求人数    1,977 3,243 2,826 2,189   1,968   2,344   1,297 
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    (ｲ)学生支援 

     ａ 奨学金給付・貸与状況（大学全体）（表23）                                     （人、千円） 

               支給年度 
    区 分 

平25 平26 平27 平28 平29 平30 令1 備 考  

 

 学 

 

 外 

 

 制 

 

 度 

 貸 

 

 与 

 支給対象学生数 770 708     691 691      682      629      663  

 支給総額 501,907 495,310 477,456 484,783  463,021  434,589  446,752  

 給 

 

 付 

 支給対象学生数 22 21     113 43        53       45       56  

 支給総額 10,284 10,916   18,126 5,680   10,744   11,926   16,800  

 小 

 

 計 

 支給対象学生数 792 729    804 734      735      674      719  

 支給総額 512,191 506,226 495,582 490,463  473,765  446,515  463,552  

 

 学 

 

 内 

 

 制 

 

 度 

 貸 

 

 与 

 支給対象学生数        -        -        - -        -        -        -  

 支給総額        -        -        - -        -        -        -  

 給 

 

 付 

 支給対象学生数 17 18     30 60       18        -        -  

 支給総額 1,700 1,800  2,920 8,120    1,800        -        -  

 小 

 

 計 

 支給対象学生数 17 18      30  60       18        -        -  

 支給総額 1,700 1,800  2,920 8,120    1,800        -        -  

 

 制 

 

 度 

 

 計 

 貸 

 

 与 

 支給対象学生数 770 708     691 691      682      629      663  

 支給総額 501,907 495,310 477,456 484,783  463,021  434,589  446,752  

 給 

 

 付 

 支給対象学生数 39 39      143 103       71       45       56  

 支給総額 11,984 12,716  21,046 13,800   12,544   11,926   16,800  

 合 

 

 計 

 支給対象学生数 809 747    834 794      753      674      719  

 支給総額 513,891 508,026 498,502 498,583  475,565  446,515  463,552  

 
               注１：支給総額は千円未満四捨五入。 

         注２：平 27 以降の学外制度（給付）は JASSO 等の奨学金を含めてカウント。 
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     ｂ 授業料減免状況（表24）                                                                              (件、千円) 
 

               年 度 

   区 分 平25 平26 平27 平28 平29 平30 令1 
 

備 考 

  件 数  227      218 198 190    169      164      231  

  金 額   30,742  29,670 27,058 26,187   23,441   23,307   32,282  

 
               注１：各年度の件数及び金額は前期及び後期の計。 

        注２：金額は千円未満四捨五入。 

 

 
     c 生活相談室等利用状況（表25）                                                                        (件) 
 

            相談件数 
 
  施設の名称 

年 度 

備 考 
平25 平26 平27 平28 平29 平30 令1 

 学生相談室 942 850 809 1,109 992 933 1,025  

 
        注：相談件数は延べ数。 
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    (ｳ)研究 
     ａ 外部研究資金の受入状況（表26）                                                                               （件、千円） 

       受入年度 

区分  

 
平25 平26 平27 平28 平 29 平 30 令 1 備 考 

文部科学省 

 科学研究費補助金 
件 数      24 22 23 30      22 34 29  

金 額  24,923 26,107 32,144 34,325  26,819 49,320 33,520 

受託研究 件 数      15 26 21 25     21 27 27 受託事業を含む 

金 額  25,901 28,425 25,403 21,099  27,178 22,062 35,670 

奨学寄附金 

 公募助成金 
件 数      11 13 23 24      18     16     18  

金 額  4,935 6,799 8,761 10,971  10,412 12,271 18,457 

共同研究 件 数       6 2 6 8      11     10     15  

金 額   1,310 719 1,360 2,225   1,396  1,999  3,182 

文部科学省 

 大学改革等推進補助金 
件 数       3 3 3 3       2       1       1  

金 額 113,017 112,773 84,921 67,148  26,215   5,265   2,000 

その他 件 数       2 2 2 3       1       3       3  

金 額   7,399 6,940 6,440 7,593     200   7,554   6,830 

合  計 件 数      61 68 78 93      75      91      93  

金 額 177,485 181,763 159,029 143,361  92,220  98,471  99,659 
 
       注１：新規及び継続の計。金額は千円未満四捨五入。 
       注２：科学研究費補助金は文部科学省及び独立行政法人日本学術振興会に係るもの（b(表27）において同じ。） 
 
     ｂ 科学研究費補助金の申請採択状況（表27）                                                                          （件） 
 

                   申請年度 

  区 分 
平25 平26 平27 平28 平29 平30 令1 備 考 

  新規採択申請件数 48 49 48 50      65    44    56   

   うち採択件数 3 12 11 9      14       6      11  
 

注１：申請年度は採択年度の前年度。 
注２：新規採択申請件数及び採択件数は、申請年度において県立大学をその所属する研究機関として申請した研究者に係るもの（申請後に他

の研究機関に所属することとなった研究者に係るものを含み、申請時に他の研究機関に所属しており申請後に県立大学に所属するこ
ととなった研究者に係るものは含まない。）。 

注３：研究種目「研究活動スタート支援」は、申請と同年度の採択となるため申請件数に含まない。
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    (ｴ)地域貢献 

    ａ 公開講座の開催状況（表28） 
 

                    開催年度 
  区 分 

平25 平26 平27 平28 平29 平30 令1  
 備 考 

  テーマ件数（件）  3        3 3             

   開催箇所数（箇所）  3        3 3             

  延べ開催回数（回）  12       13 12            

  延べ受講者数（人）  446      506 289          
 
      ※公開講座は平28からサテライトカレッジに統合 
 
 
     b サテライトカレッジの開催状況（表29） 
 

                    開催年度 
  区 分 

平25 平26 平27 平28 平29 平30 令1  
 備 考 

  テーマ件数（件）  9       8 9 14   15      10      9  

   開催箇所数（箇所）  9       7 8 12     13      10      9  

  延べ開催回数（回）  41      40 40 53     59      24      19  

  延べ受講者数（人）  1,192    851 827 1,234  1,129     515     461  
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     c 社会人等の受入状況 
         (a)社会人入学者（表30）                                                                                   （人） 
 

                    入学年度 

  区 分 
平26 平27 平28 平29 平30 令1 令2 

 

 備 考 

学部計  ＊注３ 2 1 0 0    0    0    0  

研究科計 11 11 9 10    6    7    9  

別科計 1 0 1 1    2    1    1  
 

注１：入学年度＝入学者選抜実施年度の翌年度。 
注２：報告書提出日の属する年度の前６年度及び報告書提出日の属する年度について、各5月1日現在で記載。 
注３：「学部計」の数は、社会人特別選抜による入学者数。 
注４：「別科計」の数は、社会人推薦による入学者数。 

 
 
 
         (b)聴講生等の学生数（表31）                                               （人） 
 

                    年 度 

  区 分 
平26 平27 平28 平29 平30 令1 令2 

 

 備 考 

 学 部 計        3        1 0       1    2    1    0 
 

 委託生を除く 

 研究科計        0        0 0        1    0    0    0 

 
       注１：「聴講生等」＝聴講生、研究生、科目等履修生等。 
       注２：報告書提出日の属する年度の前６年度及び報告書提出日の属する年度について、各5月1日現在で記載。 
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   (ｵ)国際交流  
     ａ 学術交流協定締結先一覧（表32） 
 

締結先の名称 
国公私 

立の別 
締結先の所在地 協定締結年月日 備 考 

  曲阜師範大学 公立   中華人民共和国 （山東省曲阜市） 平成 4年 5月14日  

  慶南大学校 私立   大韓民国 （慶尚南道昌原市） 平成 8年 4月27日  

  センター大学 私立   アメリカ合衆国 （ケンタッキー州ダンビル） 平成12年１月28日  

  ビショップス大学 公立   カナダ （ケベック州シャーブルック） 平成14年 4月16日  

  ナバラ州立大学 公立   スペイン （ナバラ州パンプローナ市） 平成15年11月13日  

  青島大学 公立   中華人民共和国 （山東省青島市） 平成16年11月16日  

  ラップランド大学 国立   フィンランド（ラッピ県ロヴァニエミ市） 平成22年 4月28日  

  釜山大学校 国立   大韓民国 （釜山広域市） 平成26年 1月31日  
 
            注：報告書提出日の属する年度の5月1日現在 
 
 
     ｂ 外国人学生（留学生）の状況（表33）                                                                          （人） 
 

                    年 度 

 

  区 分 
平26 平27 平28 平29 平30 令1 令2 

 

 備 考 

 外国人学生（留学生）の数       38       31 29       29       31      32      26  

国
別
内
訳 

 中華人民共和国       21       17 17       18       17      20      17  

 大韓民国       10       9 9       7        9       8       7  

 その他のアジア        0        0 0        0        0       2       2  

 北 米        5        4 2        3        4       2       0  

 欧 州        2        1 1       1        1       0       0  
 
       注１：外国人学生（留学生）の数＝県立大学に在籍する外国人学生のうち留学生（聴講生、研究生等を含む。）の在籍者数 
       注２：報告書提出日の属する年度の前６年度及び報告書提出日の属する年度について、各5月1日現在で記載。 
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    イ 財務関係   
     (ｱ)資産、負債（表34）                                                                                                （千円） 
 

                年 度 

  区 分 
平25 平26 平27 平28 平29 平30 令1 

備 
考 

 資産 Ａ 6,442,719 6,417,280 6,245,903 6,216,964 9,595,348 9,369,383 9,381,295  

 
 固定資産 5,542,521 5,458,525 5,404,778 5,375,006 8,990,968 8,758,855 8,555,794  

 流動資産 900,198 958,755 841,125 841,958 604,380 610,528 825,501  

 負債 Ｂ 950,323 1,002,321 953,802 1,098,680 932,608 793,069 866,036  

 
 固定負債 593,736 620,350 642,252 630,145 643,837 602,227 589,660  

 流動負債 356,587 381,971 311,550 468,535 288,771 190,842 276,376  

 純資産 Ｃ 5,492,396 5,414,959 5,292,101 5,118,284 8,662,740 8,576,314 8,515,259  

 

 資本金 5,810,493 5,810,493 5,810,493 5,810,493 9,542,923 9,542,923 9,542,923  

 資本剰余金 △873,720 △983,512 △1,060,442 △1,079,399 △1,207,449 △1,396,571 △1,584,004  

 
 うち損益外減価償却累計額（－） △938,512 △1,048,304 △1,158,357 △1,272,978 △1,406,795 △1,608,002 △1,805,860  

 うち損益外減損損失累計額（－） △998 △998 △998 △998 △998 △998 △998  

 利益剰余金 555,623 587,978 542,051 387,190 327,266 429,962 556,340  

 

 前中期目標期間繰越積立金 365,270 365,270 217,305 22,771 0 327,266 291,217  

 目的積立金 90,587 190,353 222,709 324,598 326,783 - 102,696  

 積立金  -  -  -  - -  - -  

 当期未処分利益 99,766 32,355 102,037 39,821 484 102,696 162,427  

 その他有価証券評価差額金  -  -  - -  -  - -  

 負債純資産合計 Ｄ＝Ｂ＋Ｃ 6,442,719 6,417,280 6,245,903 6,216,964 9,595,348 9,369,383 9,381,295  

 
       注：金額は千円未満四捨五入。マイナスは△で表示。 
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    (ｲ))損益（表35）                                                                                                 （千円） 
 

                 年 度 

  区 分 
平25 平26 平27 平28 平29 平30 令1 備 考 

 経常費用 Ａ 2,092,443 2,205,420 2,149,285 2,325,556 2,076,861 1,866,908 1,906,570  

 

 業務費 1,938,523 2,039,435 1,989,024 2,053,846 1,879,821 1,701,656 1,746,341  

 

 教育経費 229,895 245,437 242,519 345,655 266,785 179,577 263,366  

 研究経費 80,118 79,014 81,081 79,500 75,108 47,717 50,478  

 教育研究支援経費 42,833 39,284 44,119 41,514 34,167 40,991 32,314  

 地域貢献費 17,135 23,919 23,632 17,399 12,583 4,777 4,054  

 受託研究費 2,918 6,416 7,803 6,992 6,281 5,728 6,478  

 受託事業費 21,359 20,596 16,023 12,260 18,215 13,678 20,438  

 役員人件費 36,398 37,714 37,267 37,286 37,468 36,926 37,247  

 教員人件費 1,191,471 1,230,979 1,154,307 1,112,568 1,064,827 1,037,212 991,841  

 職員人件費 316,396 356,077 382,273 400,672 364,387 335,050 340,126  

 一般管理費 153,315 165,135 159,764 271,239 196,440 165,091 160,139  

 その他 605 603 497 471 600 161 90  

 経常収益 Ｂ 2,192,209 2,237,775 2,136,481 2,225,777 2,022,705 1,969,604 2,043,373  

 

 運営費交付金収益 1,156,741 1,209,805 1,141,691 1,120,292 1,103,511 1,028,050 1,103,048  

 授業料収益 708,930 697,009 716,184 709,890 692,408 731,694 723,480  

 入学金収益 81,228 82,827 79,714 78,861 79,172 80,187 79,242  

 検定料収益 26,047 24,967 22,685 25,671 25,558 23,351 24,338  

 受託研究等収益 3,636 7,777 9,374 9,692 7,583 7,318 9,245  

 受託事業等収益 23,621 21,367 17,389 13,632 20,991 16,487 28,657  

 寄附金収益 3,899 3,837 4,255 10,090 10,430 6,787 15,981  

 補助金等収益 99,425 112,868 82,303 70,544 21,531 4,509 1,110  

 その他 88,682 77,318 62,886 187,106 61,521 71,221 58,272  

 経常利益 Ｃ＝Ｂ－Ａ 99,766 32,355 △12,804 △99,779 △54,156 102,696 136,803  

 臨時損失 Ｄ  -  -  - - 1,261 - -  

 臨時利益 Ｅ  -  -  - - - - -  

 当期純利益 Ｆ＝Ｃ－Ｄ＋Ｅ 99,766 32,355 △12,804 △101,040 △54,156 102,696 136,803  

 目的積立金取崩額 Ｇ -  - 114,841 140,861 54,640 - 25,624  

 当期総利益 Ｈ＝Ｆ＋Ｇ 99,766 32,355 102,037 39,821 484 102,696 162,427  
 
       注：千円未満四捨五入。マイナスは△で表示。 
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    (ｳ)キャッシュ・フロー（表36）                                                                                        （千円） 
 

                   年 度 

  区 分 
平25 平26 平27 平28 平29 平30 令1 備 考 

 業務活動によるキャッシュ・フロー Ａ 197,949 122,069 △55,061 △75,552 △119,630 78,007 164,918  

 投資活動によるキャッシュ・フロー Ｂ △24,034 △48,978 △146,987 △60,501 53,342 △62,478 △41,804  

 財務活動によるキャッシュ・フロー Ｃ △16,109 △15,452 △14,469 △15,761 △14,608 △12,407 △10,525  

 資金に係る換算差額 Ｄ  -  - -  -  - - -  

 資金増加額 Ｅ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ 157,806 57,638 △216,517 △151,814 △80,896 3,122 112,589  

 資金期首残高 Ｆ 715,829 873,634 681,273 464,756 312,942 232,045 235,167  

 資金期末残高  Ｇ 873,634 931,273 464,756 312,942 232,046 235,167 347,756  
 
       注：千円未満四捨五入。マイナスは△で表示。 
 
    (ｴ)行政サービス実施コスト（表37）                                                                                       （千円） 
 

                 年 度 

  区 分 
平 25 平 26 平 27 平 28 平 29 平30 令1 備 考 

 業務費用 A  1,186,973  1,320,164 1,255,313 1,421,091 1,194,449 950,915 983,010  

 
 損益計算書上の費用  2,092,443  2,205,420 2,149,285 2,326,816 2,076,862 1,866,908 1,906,570  

 （控除）自己収入等  △905,470  △885,256 △893,972 △905,725 △882,413 △915,993 △923,560  

 損益外減価償却相当額 B  112,446  109,792 110,054  114,620  133,818 201,207 197,858  

 損益外減損損失相当額 C  -  -  - -  -  - -  

 引当外賞与増加見積額 D   △3,273 2,942 3,472 1,025 △1,464 4,089 △4,199  

 引当外退職給付増加見積額 E  △20,910  △108,004 △19,390 21,950 40,812 △6,393 35,777  

 機会費用 F  31,939  19,400 0 3,044 2,906 0 400  

 （控除）設立団体納付額 G  -  -  - -  -  - -  

 行政サービス実施コスト 
 Ｆ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋E＋F－G 

 1,307,175  1,344,294 1,349,449  1,561,730  1,370,521 1,149,818 1,212,847  

  
       注：千円未満四捨五入。 
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    ウ 教職員数（表38）                                                                                     （人） 
 

                  年 度 

  区 分 
平26 平27 平28 平29 平30 令1 令2 備 考 

 教員数   本務者    110    109 107   104     102      97      88  学長、副学長を含む。 

  兼務者    222    225 231    216     153     142     153  

 職員数   本務者     31     33 33     33      33      34      36  事務局長を含む。 

  兼務者      0      0 0      0       0       0       0  
 
       注１：報告書提出日の属する年度の前６年度及び報告書提出日の属する年度について、各5月1日現在で記載。 
              注２：「本務者」、「兼務者」の定義は学校基本調査による。 
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   (2)主要な施設等の状況（表39） 
 
 

種 類 構 造 床面積 竣工年 経過年数 備 考 

         ㎡      年     年  

  Ａ館  鉄筋コンクリート造陸屋根６階建  2,586.99 昭46 49  

  Ｂ-１館  鉄筋コンクリート造陸屋根４階建   3,239.61 昭46 49  

  Ｂ-２館  鉄骨造鉄板葺平家建     648.04 昭46 49  

  Ｃ館  鉄筋コンクリート造陸屋根４階建   2,832.76 昭52 43  

  Ｄ館  鉄筋コンクリート造陸屋根３階建   3,056.86 平 5 27  

  図書館  鉄筋コンクリート造陸屋根３階建   1,079.10 昭53 42  

  厚生棟  鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根・鉄板葺平家建     646.65 昭54 41  

  課外活動棟  鉄骨造鉄板葺２階建     584.88 昭55 40  

  体育館  鉄骨造鉄板葺２階建   1,239.34 昭48 47  

  クラブ棟  鉄骨造鉄板葺２階建     263.52 昭55 40  

  図学教室  軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建     129.60 平 5 27  

  大学院棟  鉄筋コンクリート造陸屋根平家建     359.68 昭51 44  

  大学院棟  鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺２階建     204.00 昭51 44  

  桜翔館  軽量鉄骨造合金メッキ鋼板葺２階建     363.24 平20 12  

  学生寮  鉄筋コンクリート造陸屋根４階建   1,609.75 昭47 48  

  ５号館  鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺地下２階付４階建   6,745.71 平 8 24  

  ６号館  鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺３階建   2,567.06 平 8 24  

  講 堂 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付３階建 2,545.72 平 8 24  

  ２号館  鉄筋コンクリート造陸屋根５階建 6,229.42 平28 4  

  ４号館 鉄筋コンクリート造陸屋根３階建   4,223.43 平28 4  
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    (3)役員の状況（表40） 
 

氏 名 役職名 任    期 
任期途中の 

異動の有無 
備 考 

  江里 健輔  理事長 平１８．４．１～平２０．３．３１ 

平２０．４．１～平２４．３．３１ 

平２４．４．１～平２６．３．３１ 

平２６．４．１～平３０．３．３１ 

無   平18～25：学長兼務 

  前川 剛志  理事長 平３０．４．１～令 ４．３．３１ 無  

  伊嶋 正之  副理事長 平１８．４．１～平２０．３．３１ 

平２０．４．１～平２２．３．３１ 
無   事務局長 

   小田 由紀雄  副理事長 平２２．４．１～平２４．３．３１ 

平２４．４．１～平２６．３．３１ 
無    事務局長 

   長坂 祐二  副理事長 平２６．４．１～平３０．３．３１ 無    学長 

   加登田 惠子  副理事長 平３０．４．１～令 ４．３．３１ 無    学長 

   藤井 哲男  専務理事 平２６．４．１～平２８．３．３１ 

平２８．４．１～平３０．３．３１ 

無    事務局長 

   河村 邦彦  専務理事 平３０．４．１～令 ２．３．３１ 

令 ２．４．１～令 ４．３．３１ 

無    事務局長 

  三島 正英  理 事 平１８．４．１～平２０．３．３１ 

平２０．４．１～平２２．３．３１ 

平２２．４．１～平２３．１２．３１ 

無   副学長 

  長坂 祐二  理 事 平２４．４．１～平２６．３．３１ 無   副学長 

  冨田 俶彦  理 事 平１８．４．１～平２０．３．３１ 無   非常勤 

  古谷 正二  理 事 平２０．４．１～平２２．３．３１ 

平２２．４．１～平２４．３．３１ 

平２４．４．１～平２６．３．３１ 

無   非常勤 

  辻田 昌次  理 事 平１８．４．１～平２０．３．３１ 

平２０．４．１～平２２．３．３１ 

平２２．４．１～平２４．３．３１ 

平２４．４．１～平２６．３．３１ 

無   非常勤 

  片山 雅章  理 事 平２６．４．１～平２８．３．３１ 

平２８．４．１～平３０．３．３１ 

無   非常勤 
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  佐久間 勝雄  理 事 平２６．４．１～平２８．３．３１ 

平２８．４．１～平３０．３．３１ 

無   非常勤 

  松永 正実  理 事 平３０．４．１～令 ２．３．３１ 

令 ２．４．１～令 ４．３．３１ 

無   非常勤 

  門田 栄司  理 事 平３０．４．１～令 ２．３．３１ 

令 ２．４．１～令 ４．３．３１ 

無   非常勤 

  宇髙 壽子  監 事 平１８．４．１～平２０．３．３１ 

平２０．４．１～平２２．３．３１ 

平２２．４．１～平２４．３．３１ 

無   非常勤 

  越智  博  監 事 平１８．４．１～平２０．３．３１ 

平２０．４．１～平２２．３．３１ 

平２２．４．１～平２４．３．３１ 

無   非常勤 

  倉員 祥子  監 事 平２４．４．１～平２６．３．３１ 

平２６．４．１～平２８．３．３１ 

平２８．４．１～平３０．３．３１ 

平３０．４．１～令 ４．８． 

無   非常勤 

  鶴  義勝  監 事 平２４．４．１～平２６．３．３１ 

平２６．４．１～平２８．３．３１ 

平２８．４．１～平３０．３．３１ 

無   非常勤 

  小林  亨  監 事 平３０．４．１～令 ４．８． 無   非常勤 
 
    注：報告書提出日現在（当事業年度の4月1日以降在任していたものであって、当事業年度の末日までに退任したものを含む。） 
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   (4)従前の評価結果等の活用状況（表41) 
 

評価等実施機関

の名称 

評価結果等の 

確定日 
指摘事項等 指摘事項への対応等 

公益財団法人大

学基準協会 
平 30. 3.14 １．評価結果 

  大学基準協会の大学基準に適合していると認定 

２．大学基準協会による本学への提言 

 (1) 長所 3件 

 (2) 努力課題 2件 

①学則又はこれに準ずる規則等による課程ごとの

目的の規定（健康福祉学研究科） 

② 修士論文と修士制作のぞれぞれの審査基準の策

定（国際文化学研究科） 

(3) 勧告 なし 

 

 

 

 

 

 

 努力課題については改善報告書を取りまとめたため、令和

元年 7月末に大学基準協会に提出。措置状況は次のとおり。 

①課程ごとの目的を学則に規定【平 30】 

②それぞれの審査基準を定め、大学院生ハンドブックに掲載

【平 30】 

山口県公立大学

法人評価委員会 

平 25. 8.19 （24年度報告書記載のとおり） （24 年度報告書記載のとおり） 

平 26. 8. 7 （25年度報告書記載のとおり） （25 年度報告書記載のとおり） 

平 27. 8. 4 （26年度報告書記載のとおり） （26 年度報告書記載のとおり） 

平 28. 8. 5 （27年度報告書記載のとおり） （27 年度報告書記載のとおり） 

平 29. 8.14 （28年度報告書記載のとおり） （28 年度報告書記載のとおり） 

平 30. 8.16 （29年度及び第2期中期目標期間報告書記載のとおり） （29 年度及び第 2期中期目標期間報告書記載のとおり） 
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令 1. 8.16 １．平成30年度の業務実績に関する評価結果  

     中期計画の進捗は概ね順調（Ｂ） 

 

２．第3期中期計画の遅れを指摘された事項 

① 全学教育のカリキュラムの見直し 

② 社会福祉国家試験合格率の維持向上 

③ 教育研究及び大学運営にかかる情報管理体制 

の整備 

④ 図書館の利用環境及び図書管理体制の整備 

 

 

 

 

① 全学教育の新カリキュラムについて、現在の科目を4つ 

の科目群にまとめ直し、資質・能力の3つの柱をバランスよ 

く育成できるよう「基盤教育」として再編した。 

［№1］［№2］ 

②  LEC対策講座の導入のほか各種社会福祉士資格取得支援 

プログラムを計画的に実施し、合格率は55.1％に向上し 

た。［№11］ 

③ 学内で協議を行い、「情報化推進の方針と整備計画（グ 

ランドデザイン）」案を作成した。［№45］ 

④ 図書館資料全般の収集について検討を行い「山口県立大 

学図書館資料収集方針」を策定した。［№46］ 
 

 

  



- 79 - 

 

   (5)学外者の意見に対する対応状況（表42） 

学外者からの意見・提言の概要 意見等への対応状況 

高校生等の若

者への情報発

信について 

高校生などに普及しているインスタグラム等の

SNS を活用し、大学の様子をよりオープンに出来

れば若者がもっと集まるのではないか。 

大学ウェブサイトをはじめとして、Twitter、Facebook、Line を活用して本学の

情報発信を行っている。また、YouTube では県大チャンネルを開設し、オープンキ

ャンパスや学園祭、学生インタビュー等の模様を掲載し、本学の魅力の発信に努め

ているところである。今後も若者をはじめ多くの人に情報が届くよう、内容や方法

等を工夫していきたい。 

科研費の申請

ついて 

教員が科研費の申請を積極的に行える環境づく

りが重要であり、それが大学の活性化に繋がるの

ではないか。 

科研費をはじめ受託研究等の外部資金の申請促進のために、研究者からの相談対

応や情報提供などの支援を実施するとともに、ピアレビューや申請に関する研修会

の実施、申請調書の精査等を行っている。今後も、支援利用者のアンケート結果等

を基に効果のある取組を継続的に進めて参りたい。 

 

学生に求めら

れる能力につ

いて 

検索すれば簡単に答えが得られる時代におい

て、学生は自分で考える能力やクリエイティブな

力が求められるのではないか。 

全学教育の新カリキュラムについて、「知の集約による科目の統廃合」及び「カ

リキュラム構成の単純化」の観点から 4つの科目群にまとめ直し、資質・能力の 3

つの柱をバランスよく育成できるよう「基盤教育」として再編することとなった。 

知識統合型・文理横断学習や PBL による能動的な学修により、地域が求める人材

の育成に努めていきたい。 

 

 

   (6)その他法人の現況に関する重要事項 

 

特記事項なし 


